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(57)【要約】
【課題】優れたシワ・シミ取り効果、美白効果を発現する化粧料、損傷度合いの大きな毛
髪に対しても、１回使用するだけで、高い修復効果を発現させ得る毛髪修復剤、優れたシ
ワ・シミ取り効果、美白効果、日焼け防止効果、皮膚炎の改善効果を奏するスキンケア用
ローション、短期間の使用で十分な育毛効果を奏する実用性の高い育毛剤、頭髪の損傷、
皮膚への悪影響を抑えて、頭髪に艶、ハリや潤いを効果的に付与することが可能なパーマ
液等として利用可能な化学組成物を提供する。
【解決手段】プロポリス、グリセリン、香料、アミノ酸（Ｌ－システイン、Ｌ－アルギニ
ン、Ｌ－トリプトファン、Ｌ－リジン（塩酸塩）、Ｌ－アスパラギン酸の混合物）、吸収
型ヒアルロン酸、フコイダン、および精製水を、所定の割合で混合し十分に攪拌すること
によって化学組成物を調製した。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化粧料、毛髪修復剤、スキンケア用ローション、育毛剤、パーマ液、頭髪用調整剤とし
て利用可能な化学組成物であって、
　プロポリス、アミノ酸を含有することを特徴とする化学組成物。
【請求項２】
　アミノ酸の少なくとも一部が、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチンであ
ることを特徴とする請求項１に記載の化粧組成物。
【請求項３】
　プロポリス、アミノ酸を含有することを特徴とする化粧料。
【請求項４】
　アミノ酸が、アルギニン、システイン、シスチン、リシン、トレオニン、アスパラギン
酸、ギャバ、あるいはそれらの誘導体の内の１種、または２種以上を混合してなるもので
あることを特徴とする請求項３に記載の化粧料。
【請求項５】
　シスチンの少なくとも一部が、白金によって加水分解ケラチンと結合したものであるこ
とを特徴とする請求項３、または請求項４に記載の化粧料。
【請求項６】
　銀イオン、亜鉛イオン、チタンイオン、あるいはそれらの内の１種、または２種以上の
重金属イオンを混合したことを特徴とする請求項３～５のいずれかに記載の化粧料。
【請求項７】
　ヒアルロン酸を含有することを特徴とする請求項３～６のいずれかに記載の化粧料。
【請求項８】
　フコイダンを含有することを特徴とする請求項３～７のいずれかに記載の化粧料。
【請求項９】
　アミノ酸に対するプロポリスの添加比率が、０．１％以上１００％未満であることを特
徴とする請求項３～８のいずれかに記載の化粧料。
【請求項１０】
　毛髪の化学的処理による損傷を修復するための毛髪修復剤であって、プロポリスを含有
することを特徴とする毛髪修復剤。
【請求項１１】
　フコイダンを含有することを特徴とする請求項１０に記載の毛髪修復剤。
【請求項１２】
　アミノ酸またはその誘導体を含有することを特徴とする請求項１０、または請求項１１
に記載の毛髪修復剤。
【請求項１３】
　ヒアルロン酸またはその誘導体を含有することを特徴とする請求項１０～１２のいずれ
かに記載の毛髪修復剤。
【請求項１４】
　アミノ酸が、システイン、シスチン、リシン、アルギニンあるいはそれらの誘導体の内
の１種、または２種以上を混合してなるものであることを特徴とする請求項１０～１３の
いずれかに記載の毛髪修復剤。
【請求項１５】
　シスチンの少なくとも一部が、白金によって加水分解ケラチンと結合したものであるこ
とを特徴とする請求項１４に記載の毛髪修復剤。
【請求項１６】
　スキンケアのために使用されるクリーム、化粧水、乳液等のローションであって、
　プロポリスおよびアミノ酸を含有することを特徴とするスキンケア用ローション。
【請求項１７】
　アミノ酸が、システイン、シスチン、アルギニン、リシンあるいはそれらの誘導体の内
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の１種、または２種以上を混合してなるものであることを特徴とする請求項１６に記載の
スキンケア用ローション。
【請求項１８】
　シスチンの少なくとも一部が、白金によって加水分解ケラチンと結合したものであるこ
とを特徴とする請求項１６、または請求項１７に記載のスキンケア用ローション。
【請求項１９】
　ヒアルロン酸を含有することを特徴とする請求項１６～１８のいずれかに記載のスキン
ケア用ローション。
【請求項２０】
　フコイダンを含有することを特徴とする請求項１６～１９のいずれかに記載のスキンケ
ア用ローション。
【請求項２１】
　アミノ酸に対するプロポリスの添加比率が、５％以上２０％未満であることを特徴とす
る請求項１６～２０のいずれかに記載のスキンケア用ローション。
【請求項２２】
　プロポリス、アミノ酸を含有することを特徴とする育毛剤。
【請求項２３】
　アミノ酸の少なくとも一部が、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチンであ
ることを特徴とする請求項２２に記載の育毛剤。
【請求項２４】
　頭髪に付着させて頭髪の形状を変化させるためのパーマ液であって、
　プロポリス、及び、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチンあるいはアセチ
ルシステインが添加されていることを特徴とするパーマ液。
【請求項２５】
　アルギニン、システイン、シスチン、リシン、あるいはそれらの誘導体の内の１種、ま
たは２種以上を混合してなるアミノ酸が添加されていることを特徴とする請求項２４に記
載のパーマ液。
【請求項２６】
　頭髪の形状を変化させたり頭髪を脱色あるいは着色したりするための頭髪処理剤に添加
する頭髪用調整剤であって、
　プロポリス、及び、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチンあるいはアセチ
ルシステインが添加されていることを特徴とする頭髪用調整剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スキンクリーム、ローション、化粧水、乳液等の化粧料に関するものであり
、詳しくは、優れたシワ・シミ取り効果、美白効果を発現できる化粧料に関するものであ
る。また、本発明は、毛髪の化学的処理（パーマネント処理、ブリーチ処理、染毛処理等
）や加熱による毛髪の損傷を修復するための毛髪修復剤に関するものである。さらに、本
発明は、スキンケアのために使用されるクリーム、化粧水、乳液等のローションに関する
ものであり、詳しくは、優れたシワ・シミ取り効果、美白効果、日焼け防止効果、皮膚炎
の改善効果を発現可能なスキンケア用ローションに関するものである。加えて、本発明は
、頭髪をパーマネント処理する際に、頭髪の損傷を抑えて頭髪に艶、ハリや潤いを付与す
ることが可能なパーマ液、および、頭髪の形状を変化させたり頭髪を脱色あるいは着色し
たりするための頭髪処理剤に添加して、頭髪処理剤による頭髪の処理の際に、頭髪の損傷
を抑えて頭髪に艶、ハリや潤いを付与することが可能な頭髪用調整剤に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　顔面の皮膚老化を防いで、シワ・シミ取り効果や美白効果を発現させるための化粧料と
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して、ビタミンＣ、ビタミンＥ、ＳＯＤ（スーパーオキシドジスムターゼ）、カタラーゼ
等の抗酸化剤、グリチルリチン酸等の抗炎症剤、各種の紫外線吸収剤、α－ヒドロキシカ
ルボン酸、胎盤抽出液、γ－アミノ－β－ヒドロキシ酪酸等の細胞賦活成分、コラーゲン
、エラスチン、ヒアルロン酸等の細胞外マトリックス成分、尿素等の保湿剤等を含有した
ものが知られている。また、特許文献１の如く、生理活性成分を含有したものも提案され
ている。
【０００３】
　また、毛髪にパーマネントを施すための所謂パーマ液は、毛髪を還元させた後に酸化さ
せることによって、毛髪にウェーブを付与したり、縮毛やくせ毛等を矯正したりするもの
であるため、毛髪のキューティクルの剥離、枝毛、切れ毛、折れ毛、ポーラス毛、炭化毛
といった毛髪の損傷を招き易い。また、毛髪を加熱することによるパーマネント処理も、
毛髪の損傷を招き易い。そのため、損傷した毛髪を修復するための修復剤が開発されてお
り、その修復剤に用いる組成物として、特許文献２の如く、加水分解ケラチンおよびイノ
シットヘキサリン酸を含有した毛髪修復剤が開発されている。
【０００４】
　一方、顔面の皮膚老化を防いで、シワ・シミ取り効果や美白効果を発現させるためのス
キンケア用ローションとして、ビタミンＣ、ビタミンＥ、ＳＯＤ（スーパーオキシドジス
ムターゼ）、カタラーゼ等の抗酸化剤、グリチルリチン酸等の抗炎症剤、各種の紫外線吸
収剤、α－ヒドロキシカルボン酸、胎盤抽出液、γ－アミノ－β－ヒドロキシ酪酸等の細
胞賦活成分、コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸等の細胞外マトリックス成分、尿素
等の保湿剤等を含有したものが知られている。また、特許文献３の如く、生理活性成分を
含有したものも提案されている。
【０００５】
　また、従来の育毛剤には、男性ホルモンの活性化を阻害したり毛細血管の血流量を増加
させることにより育毛作用を期待したもの等があり、そのような育毛剤としては、炭素数
５～２５の奇数炭素鎖長を有する脂肪族１価アルコール、あるいはそのエステル化物やエ
ーテル化物を有効成分としたものが知られている。加えて、毛根部に対する栄養補給、血
行促進、細胞賦活化効果等を目的とした育毛剤として、特許文献４の如く、ペンタデカン
酸グリセリドを主成分としたものや、カルプロニウム塩化物、アデノシンあるいはミノキ
シジル等を主成分としたものも知られている。
【０００６】
　一方、頭髪にパーマネントを施すための液（所謂、パーマ液）は、頭髪を還元させた後
に酸化させることによって、頭髪にウェーブを付与したり、縮毛やくせ毛等を矯正したり
するものである。しかしながら、当該パーマ液は、頭髪を還元・酸化といった苛酷な条件
下に曝してしまうため、キューティクルの剥離、枝毛、切れ毛といった頭髪の損傷を招き
易い。また、頭髪を脱色するためのブリーチ剤は、主に過酸化水素のような酸化剤による
酸化作用により頭髪のメラニン色素を分解することによって脱色するものであるが、その
強い酸化作用によって、パーマ液と同様に、頭髪を損傷させてしまうことがある。一方、
染毛剤は、頭髪中に色素前駆体を浸透させ、その色素前駆体を酸化・重合させることによ
って頭髪を発色させるものであるが、その化学的な作用によって、パーマ液やブリーチ剤
と同様に、頭髪の損傷を招いてしまうことがある。加えて、それらのパーマ液、ブリーチ
剤、染毛剤といった頭髪処理剤は、化学的な作用によって、発疹等、皮膚へ悪影響を及ぼ
してしまうことがある。そのような頭髪処理剤による頭髪の損傷や皮膚への悪影響を解消
するために、特許文献５の如く、タンパク加水分解物等の損傷防止成分を頭髪処理剤と併
用する方法が開発されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－１２０５２１号公報
【特許文献２】特開平１０－１７５８２４号公報
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【特許文献３】特開２００９－１２０５２１号公報
【特許文献４】特開平６－４０８５７号公報
【特許文献５】特開２００３－５５１６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上記従来の化粧料は、必ずしもシワ・シミ取り効果や美白効果が十分で
あるとは言えない。また、十分なシワ・シミ取り効果や美白効果を発現させるために、使
用量を多くすると、皮膚への刺激が強くなり、場合によっては、皮膚が炎症を起こしてし
まうこともある。
【０００９】
　また、特許文献２の如き従来の毛髪修復剤は、損傷度合いが低い毛髪に対しては、ある
程度の修復効果を発現するものの、損傷度合いの大きな毛髪に対しては、十分な修復効果
を発現できない、という不具合がある。
【００１０】
　一方、特許文献３の如き従来のスキンケア用ローションは、必ずしもシワ・シミ取り効
果や美白効果が十分であるとは言えない。また、十分なシワ・シミ取り効果や美白効果を
発現させるために、使用量を多くすると、皮膚への刺激が強くなり、場合によっては、却
って皮膚が炎症を起こしてしまうこともある。
【００１１】
　また、特許文献４の如き従来の育毛剤は、その育毛効果（特に、短期間の使用に基づく
効果）がいまだ十分とはいえない。
【００１２】
　また、特許文献５の如きタンパク加水分解物等の損傷防止成分を含有させた頭髪処理剤
は、キューティクルの剥離、枝毛、切れ毛といった頭髪の損傷や皮膚への悪影響をある程
度まで緩和することが可能であるものの、その効果が必ずしも十分であるとは言い難い。
【００１３】
　本発明の目的は、上記従来の化粧料が有する問題点を解消し、優れたシワ・シミ取り効
果、美白効果を発現することができる上、使用量を多くしても皮膚への刺激の少ない安全
性の高い化粧料を提供することにある。
【００１４】
　また、本発明の目的は、上記従来の毛髪修復剤の問題点を解消し、損傷度合いの大きな
毛髪に対しても、１回使用するだけで、高い修復効果を発現させ得る画期的な毛髪修復剤
を提供することにある。
【００１５】
　さらに、本発明の目的は、上記従来のスキンケア用ローションが有する問題点を解消し
、優れたシワ・シミ取り効果、美白効果を奏するのみならず、日焼け防止効果、皮膚炎（
アトピー性皮膚炎等）の改善効果をも奏する実用性の高いスキンケア用ローションを提供
することにある。
【００１６】
　加えて、本発明の目的は、短期間の使用で十分な育毛効果を奏する実用性の高い育毛剤
を提供することにある。
【００１７】
　また、本発明の目的は、上記従来のパーマ液の問題点を解消し、頭髪の損傷、皮膚への
悪影響を抑えて、頭髪に艶、ハリや潤いを効果的に付与することが可能な上、安価に製造
することができる実用的なパーマ液を提供することにある。さらに、本発明の目的は、上
記従来の頭髪処理剤の問題点を解消し、頭髪処理剤に添加するだけで、頭髪の損傷、皮膚
への悪影響を抑えて、頭髪に艶、ハリや潤いを効果的に付与することが可能な上、安価に
製造することができる実用的な頭髪用調整剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１８】
　本発明の内、請求項１に記載された発明は、化粧料、毛髪修復剤、スキンケア用ローシ
ョン、育毛剤、パーマ液、頭髪用調整剤として利用可能な化学組成物であって、プロポリ
ス、アミノ酸を含有することを特徴とするものである。
【００１９】
　請求項２に記載された発明は、請求項１に記載された発明において、アミノ酸の少なく
とも一部が、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチンであることを特徴とする
ものである。
【００２０】
　請求項３に記載された発明は、プロポリス、アミノ酸を含有することを特徴とする化粧
料である。
【００２１】
　請求項４に記載された発明は、請求項３に記載された発明において、アミノ酸が、アル
ギニン、システイン、シスチン、リシン、トレオニン、アスパラギン酸、ギャバ、あるい
はそれらの誘導体の内の１種、または２種以上を混合してなるものであることを特徴とす
るものである。
【００２２】
　請求項５に記載された発明は、請求項３、または請求項４に記載された発明において、
シスチンの少なくとも一部が、白金によって加水分解ケラチンと結合したものであること
を特徴とするものである。
【００２３】
　請求項６に記載された発明は、請求項３～５のいずれかに記載された発明において、銀
イオン、亜鉛イオン、チタンイオン、あるいはそれらの内の１種、または２種以上の重金
属イオンを混合したことを特徴とするものである。
【００２４】
　請求項７に記載された発明は、請求項３～６のいずれかに記載された発明において、ヒ
アルロン酸を含有することを特徴とするものである。
【００２５】
　請求項８に記載された発明は、請求項３～７のいずれかに記載された発明において、フ
コイダンを含有することを特徴とするものである。
【００２６】
　請求項９に記載された発明は、請求項３～８のいずれかに記載された発明において、ア
ミノ酸に対するプロポリスの添加比率が、０．１％以上１００％未満であることを特徴と
するものである。
【００２７】
　請求項１０に記載された発明は、毛髪の化学的処理による損傷を修復するための毛髪修
復剤であって、プロポリスを含有することを特徴とするものである。
【００２８】
　請求項１１に記載された発明は、請求項１０に記載された発明において、フコイダンを
含有することを特徴とするものである。
【００２９】
　請求項１２に記載された発明は、請求項１０、または請求項１１に記載された発明にお
いて、アミノ酸またはその誘導体を含有することを特徴とするものである。
【００３０】
　請求項１３に記載された発明は、請求項１０～１２のいずれかに記載された発明におい
て、ヒアルロン酸またはその誘導体を含有することを特徴とするものである。
【００３１】
　請求項１４に記載された発明は、請求項１０～１３のいずれかに記載された発明におい
て、アミノ酸が、システイン、シスチン、リシン、アルギニンあるいはそれらの誘導体の
内の１種、または２種以上を混合してなるものであることを特徴とするものである。
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【００３２】
　請求項１５に記載された発明は、請求項１４のいずれかに記載された発明において、シ
スチンの少なくとも一部が、白金によって加水分解ケラチンと結合したものであることを
特徴とするものである。
【００３３】
　請求項１６に記載された発明は、スキンケアのために使用されるクリーム、化粧水、乳
液等のローションであって、プロポリスおよびアミノ酸を含有することを特徴とするもの
である。
【００３４】
　請求項１７に記載された発明は、請求項１６に記載された発明において、アミノ酸が、
システイン、シスチン、アルギニン、リシンあるいはそれらの誘導体の内の１種、または
２種以上を混合してなるものであることを特徴とするものである。
【００３５】
　請求項１８に記載された発明は、請求項１６、または請求項１７に記載された発明にお
いて、シスチンの少なくとも一部が、白金によって加水分解ケラチンと結合したものであ
ることを特徴とするものである。
【００３６】
　請求項１９に記載された発明は、請求項１６～１８のいずれかに記載された発明におい
て、ヒアルロン酸を含有することを特徴とするものである。
【００３７】
　請求項２０に記載された発明は、請求項１６～１９のいずれかに記載された発明におい
て、フコイダンを含有することを特徴とするものである。
【００３８】
　請求項２１に記載された発明は、請求項１６～２０のいずれかに記載された発明におい
て、アミノ酸に対するプロポリスの添加比率が、５％以上２０％未満であることを特徴と
するものである。
【００３９】
　請求項２２に記載された発明は、プロポリス、アミノ酸を含有することを特徴とする育
毛剤である。
【００４０】
　請求項２３に記載された発明は、請求項２２に記載された発明において、アミノ酸の少
なくとも一部が、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチンであることを特徴と
するものである。
【００４１】
　請求項２４に記載された発明は、頭髪に付着させて頭髪の形状を変化させるためのパー
マ液であって、プロポリス、及び、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチンあ
るいはアセチルシステインが添加されていることを特徴とするものである。
【００４２】
　請求項２５に記載された発明は、請求項２４に記載された発明において、アルギニン、
システイン、シスチン、リシン、あるいはそれらの誘導体の内の１種、または２種以上を
混合してなるアミノ酸が添加されていることを特徴とするものである。
【００４３】
　請求項２６に記載された発明は、頭髪の形状を変化させたり頭髪を脱色あるいは着色し
たりするための頭髪処理剤に添加する頭髪用調整剤であって、プロポリス、及び、白金に
よって加水分解ケラチンと結合したシスチンあるいはアセチルシステインが添加されてい
ることを特徴とするものである。なお、頭髪処理剤には、パーマ液、ブリーチ剤、染毛剤
（ヘアカラーリング剤や白髪染め剤）、トリートメント、コンディショナー等が含まれる
。
【発明の効果】
【００４４】
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　本発明に係る化粧料は、優れたシワ取り作用、美肌化、美白化作用を有する。その上、
長期間に亘って使用した場合でも、皮膚にダメージを与えることがなく、安全性が高い。
【００４５】
　また、本発明に係る毛髪修復剤によれば、損傷度合いの大きな毛髪に対して１回使用す
るだけで、高い修復効果を発現させ、枝毛、ポーラス毛、炭化毛等がなく、艶とハリがあ
る毛髪に修復させることが可能となる。
【００４６】
　一方、本発明に係るスキンケア用ローションは、優れたシワ取り作用、美肌化、美白化
作用を有する。その上、顔や手足に薄く塗布するだけで、効果的に日焼けを防止すること
ができるので、皮膚ガン発症の抑制および皮膚ガンの症状の改善にも効果を奏する。加え
て、皮膚炎（アトピー性皮膚炎等）の症状の改善にも優れた効果を奏する。
【００４７】
　また、本発明に係る育毛剤は、頭皮等に短期間使用、適用するだけで、頭皮等に悪影響
を及ぼすことなく、優れた発毛・養毛・育毛効果を発揮することができる。
【００４８】
　一方、本発明に係るパーマ液は、頭髪をパーマネント処理する際に、リッジのかかりが
良好である上、頭髪の損傷を抑えて、頭髪に十分な艶、ハリや潤いを付与することができ
る。
【００４９】
　また、本発明に係る頭髪用調整剤は、頭髪処理剤によって頭髪を処理（パーマネント処
理、脱色あるいは着色処理）をする際に、当該頭髪処理剤に添加するだけで、頭髪の損傷
を抑えて、頭髪に十分な艶、ハリや潤いを付与することができる。すなわち、本発明に係
る頭髪用調整剤をパーマ液に添加した場合には、リッジのかかりが良くなり、頭髪を艶、
ハリや潤いがあってしなやかな状態にすることができる。また、本発明に係る頭髪用調整
剤を染毛剤に添加した場合には、色斑のない良好な状態に仕上げることができる。さらに
、本発明に係る頭髪用調整剤をブリーチ剤や染毛剤に添加した場合には、脱色中や染毛中
の皮膚への刺激を抑制することができる。また、本発明に係る頭髪用調整剤をトリートメ
ントやコンディショナーに添加した場合には、頭髪を長期間に亘って、艶、ハリや潤いが
あってしなやかな状態に保つことができる。加えて、一旦、頭髪を乾燥させた後に、再度
、アイロン等で熱を加えることにより、より一層、頭髪に艶、ハリや潤いを付与すること
が可能となる。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
［化粧料の実施形態］
　以下、本発明に係る化粧料の実施形態について詳細に説明する。なお、以下の説明にお
いては、各成分の含有量、添加量に関する“～”は、原則的に、左側の数値以上右側の数
値未満を意味するものとする。本発明に係る化粧料は、プロポリス、アミノ酸を含有する
ことを特徴とするものである。また、本発明（化粧料、毛髪修復剤、スキンケア用ローシ
ョン、育毛剤、パーマ液、頭髪用調整剤として利用可能な化学組成物）でいうプロポリス
（Propolis）とは、植物が分泌した種々の物質をミツバチが採集して営巣に用いる粘着性
の物質のことであり、所謂、蜂ヤニのことである。本発明に係る化粧料には、このプロポ
リスの固形分濃度が１０％～３０％の抽出溶液（エタノール溶液等）を、０．０１～１５
質量％含有させるのが好ましく、３．０～１０質量％含有させるのがより好ましい（した
がって、固形分濃度としては、０．００１質量％～４．５質量％含有させるのが好ましく
、０．３質量％～３．０質量％含有させるのがより好ましい）。また、プロポリスの抽出
溶液としては、固形分濃度が約２０％の抽出溶液を用いるのが最も好ましい。プロポリス
の添加量が、上記した範囲を下回ると（固形分濃度が０．００１質量％を下回ると）、十
分なシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果が得られないので好ましくなく、プロポリ
スの添加量が、上記した範囲を上回ると（固形分濃度が４．５質量％を上回ると）、不経
済である上、皮膚に塗布した際のべとつき感が高くなったり、化粧料の臭いが不良となっ
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たりするので好ましくない。
【００５１】
　また、本発明に係る化粧料には、アミノ酸を含有させることが必要である。かかるアミ
ノ酸としては、アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン（あ
るいはシスチン）、グルタミン、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、
ロイシン、リシン（リジンとも称される）、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、
セリン、トレオニン、トリプトファン、チロシン、バリン、ギャバ（γ－アミノ酪酸）の
２１種類のアミノ酸の内のＬタイプのもの、あるいはそれらの塩酸塩、硫酸塩等の誘導体
等を用いることができるが、アルギニン、システイン（あるいはシスチン）、リシン、ト
レオニン、アスパラギン酸、ギャバ、あるいはそれらの誘導体の内の１種、または２種以
上を混合してなるものであると、少ない分量で、頭髪に効率的に艶、ハリや潤いを付与す
ることが可能となるので好ましい。加えて、システイン、アルギニン、リシンを混合して
用いると、非常に高いシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果が得られるので好ましい
。また、本発明に係る化粧料においてプロポリスとともに用いるアミノ酸として、システ
イン（Ｌ－システイン）、アルギニン（Ｌ－アルギニン）、リシン（Ｌ－リシン）あるい
はそれらの塩酸塩（もしくはそれらの内の１種または２種以上の組み合わせ）を用いると
、きわめて高いシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果が得られるので好ましい。
【００５２】
　さらに、アミノ酸としてシスチンを用いる場合には、そのシスチンの内の少なくとも一
部（あるいは全部）を、白金によって加水分解ケラチンと結合したものとすると、化粧料
におけるシスチンの分散性が良くなり（沈殿しにくくなり）、肌への“のり”が良好なも
のとなるので好ましい。本発明でいう白金とは、白金（プラチナ）をナノレベル（１０億
分の１ｍ～１０億分の３ｍ）にまで超微粒子化した、所謂、白金（プラチナ）ナノコロイ
ドのことであり、本発明の化粧料の製造においては、そのような白金によって（白金を介
して）加水分解ケラチンと結合させたシスチン（以下、改良型シスチンという）を用いる
のが好ましい。かかる改良型シスチンにおける白金は、高い抗酸化作用を発揮し、プロポ
リスおよびシスチン（あるいはその他のアミノ酸）との相互作用によって、シワ・シミ取
り効果、美肌化・美白化効果に寄与する。
【００５３】
　また、上記した改良型シスチンを用いる場合には、当該シスチンの含有量は、特に限定
されないが、固形分換算で０．００５～５質量％含有させるのが好ましく、０．０１～２
質量％含有させるのがより好ましい。改良型シスチンの含有量が、０．００５質量％を下
回ると、十分なシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果が得られないので好ましくなく
、改良型シスチンの含有量が、５質量％を上回ると、不経済である上、肌への刺激を強く
してしまう虞れがあるので好ましくない。
【００５４】
　また、上記した改良型シスチンを用いる場合には、当該シスチンの含有量を、プロポリ
スの添加量に対して１０％～２００％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると、より
高い抗酸化作用を発揮し、プロポリスとの相互作用によって、きわめて良好なシワ・シミ
取り効果、美肌化・美白化効果を発現させることが可能となるので好ましく、２０％～１
００％の範囲内に調整するとより好ましく、３０％～７０％の範囲内に調整すると特に好
ましい。
【００５５】
　さらに、上記した改良型シスチンを用いる場合には、シスチンに対する白金（白金ナノ
コロイド）の添加量を０．０１％～１．０％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると
、化粧料中でのシスチンの分散性が良好なものとなるので好ましく、０．１％～０．５％
の範囲内に調整するとより好ましく、０．２％～０．３％の範囲内に調整すると特に好ま
しい。加えて、改良型シスチンを用いる場合には、加水分解ケラチンに対するシスチンの
含有量を１％～５０％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると、化粧料中でのシスチ
ンの分散性が良好なものとなるので好ましく、３％～２５％の範囲内に調整するとより好
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ましく、５％～１０％の範囲内に調整すると特に好ましい。さらに、改良型シスチンを用
いる場合には、当該シスチンを、固形分濃度が１～５質量％の水溶液として用いるのが好
ましく、固形分濃度が２質量％の水溶液として用いるのが最も好ましい。
【００５６】
　また、化粧料に含有させるアミノ酸としては、アセチルシステイン（Ｎ－アセチルシス
テイン（N-acetyl-L-cystein）)、Ｎ，Ｎ’－ビスアセチルシスチン（Ｎ，Ｎ’－ジアセ
チルシスチン（N,N'-diacetyl-L-cystine）)、Ｎ－アセチルシスチン（N-acetyl-L-cysti
ne）、システイン酸（cysteic-acid）を用いることもでき、その中でも、アセチルシステ
インを用いると、シワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果が非常に良好なものとなるの
で好ましい。
【００５７】
　本発明に係る化粧料には、上記したアミノ酸（あるいはその誘導体）を、全体として、
０．０５～１０質量％含有させるのが好ましく、０．１～５質量％含有させるのがより好
ましい。アミノ酸またはその誘導体の含有量が、上記した範囲を下回ると、プロポリスと
の相乗作用が得られず、十分なシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果が得られないの
で好ましくなく、アミノ酸またはその誘導体の含有量が、上記した範囲を上回ると、不経
済である上、肌への刺激を強くしてしまう虞れがあるので好ましくない。
【００５８】
　さらに、本発明に係る化粧料には、抗菌成分として重金属イオンを含有させることも可
能である。かかる重金属イオンとしては、各種のものを用いることができるが、銀イオン
、亜鉛イオン、チタンイオン、あるいはそれらの内の１種、または２種以上を混合してな
るものであると、高いシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果が得られるので好ましい
。加えて、銀イオン、亜鉛イオン、チタンイオンの複合金属イオンを用いると、シワ・シ
ミ取り効果、美肌化・美白化効果が一層良好なものとなるのでより好ましい。重金属イオ
ンの含有量は、特に限定されないが、０．１～１０質量％含有させるのが好ましく、０．
５～５質量％含有させるのがより好ましい。重金属イオンの含有量が、上記した範囲を下
回ると、十分なシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果が得られないので好ましくなく
、重金属イオンの含有量が、上記した範囲を上回ると、不経済である上、肌への刺激を強
くしてしまう虞れがあるので好ましくない。
【００５９】
　一方、本発明に係る化粧料におけるアミノ酸に対するプロポリス（純成分）の添加比率
は、特に限定されないが、当該添加比率が０．１％以上１００％未満であると、プロポリ
スとアミノ酸との相乗作用によって、より高いシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果
が得られるので好ましく、５％～５０％であると一層好ましく、１０％～３０％であると
特に好ましい。
【００６０】
　さらに、本発明に係る化粧料には、必須成分であるプロポリス、アミノ酸の他に、通常
化粧料に用いられる成分、たとえば、油性成分、合成系あるいは天然物の系界面活性剤、
保湿剤、増粘剤、防腐・殺菌剤、粉体成分、紫外線吸収剤、抗酸化剤、色素、香料等を、
必要に応じて適宜配合することができる。加えて、本発明に係る化粧料には、必要に応じ
て、各種のアルコールや発酵アルコール、グリコール類（ブチルグリコール等）、植物か
ら抽出したエキス、防腐剤、香料、粘度調整剤、ＰＨ調整剤等を添加することも可能であ
る。
【００６１】
　油性成分としては、たとえば、オリーブ油、ホホバ油、ヒマシ油、大豆油、米油、米胚
芽油、ヤシ油、パーム油、カカオ油、メドウフォーム油、シアーバター、ティーツリー油
、アボガド油、マカデミアナッツ油、植物由来スクワランなどの植物由来の油脂類；ミン
ク油、タートル油などの動物由来の油脂類；ミツロウ、カルナウバロウ、ライスワックス
、ラノリンなどのロウ類；流動パラフィン、ワセリン、パラフィンワックス、スクワラン
などの炭化水素類；ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、イソステ
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アリン酸、ｃｉｓ－１１－エイコセン酸などの脂肪酸類；ラウリルアルコール、セタノー
ル、ステアリルアルコールなどの高級アルコール類；ミリスチン酸イソプロピル、パルミ
チン酸イソプロピル、オレイン酸ブチル、２－エチルヘキシルグリセライド、高級脂肪酸
オクチルドデシル（ステアリン酸オクチルドデシル等）などの合成エステル類及び合成ト
リグリセライド類等を好適に用いることができる。
【００６２】
　界面活性剤としては、たとえば、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエ
チレン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪
酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エス
テル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステ
ルなどの非イオン界面活性剤；脂肪酸塩、アルキル硫酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸
塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレン脂肪アミン硫酸塩
、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエ
ーテル燐酸塩、α－スルホン化脂肪酸アルキルエステル塩、ポリオキシエチレンアルキル
フェニルエーテル燐酸塩などのアニオン界面活性剤；第四級アンモニウム塩、第一級～第
三級脂肪アミン塩、トリアルキルベンジルアンモニウム塩、アルキルピリジニウム塩、２
－アルキル－１－アルキル－１－ヒドロキシエチルイミダゾリニウム塩、Ｎ，Ｎ－ジアル
キルモルフォルニウム塩、ポリエチレンポリアミン脂肪酸アミド塩などのカチオン界面活
性剤；Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－アルキル－Ｎ－カルボキシメチルアンモニオベタイン、Ｎ
，Ｎ，Ｎ－トリアルキル－Ｎ－アルキレンアンモニオカルボキシベタイン、Ｎ－アシルア
ミドプロピル－Ｎ′，Ｎ′－ジメチル－Ｎ′－β－ヒドロキシプロピルアンモニオスルホ
ベタインなどの両性界面活性剤等を使用することができる。
【００６３】
　また、乳化剤や乳化助剤として、酵素処理ステビアなどのステビア誘導体、レシチン及
びその誘導体、乳酸菌醗酵米、乳酸菌醗酵発芽米、乳酸菌醗酵穀類（麦類、豆類、雑穀な
ど）、ジュアゼイロ（Rhamnaceae zizyphus joazeiro)抽出物等を配合することもできる
。
【００６４】
　保湿剤としては、たとえば、グリセリン、プロピレングリコール、ジプロピレングリコ
ール、１，３－ブチレングリコール、ポリエチレングリコール、ソルビトール、キシリト
ール、ピロリドンカルボン酸ナトリウム等があり、さらにトレハロース等の糖類、乳酸菌
醗酵米、ムコ多糖類（たとえば、ヒアルロン酸及びその誘導体、コンドロイチン及びその
誘導体、ヘパリン及びその誘導体など）、エラスチン及びその誘導体、コラーゲン及びそ
の誘導体、ＮＭＦ関連物質、乳酸、尿素、高級脂肪酸オクチルドデシル、海藻抽出物、ビ
ャッキュウ抽出物、魚介類由来コラーゲン及びその誘導体、各種アミノ酸及びそれらの誘
導体が挙げられる。
【００６５】
　増粘剤としては、たとえば、アルギン酸、寒天、カラギーナン、フコイダン等の褐藻、
緑藻又は紅藻由来成分；ビャッキュウ抽出物；ペクチン、ローカストビーンガム、アロエ
多糖体等の多糖類；キサンタンガム、トラガントガム、グアーガム等のガム類；カルボキ
シメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース等のセルロース誘導体；ポリビニルア
ルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸・メタクリル
酸共重合体等の合成高分子類；ヒアルロン酸及びその誘導体；ポリグルタミン酸及びその
誘導体等を好適に用いることができる。
【００６６】
　防腐・殺菌剤としては、たとえば、尿素；パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息
香酸エチル、パラオキシ安息香酸プロピル、パラオキシ安息香酸ブチルなどのパラオキシ
安息香酸エステル類；フェノキシエタノール、ジクロロフェン、ヘキサクロロフェン、塩
酸クロルヘキシジン、塩化ベンザルコニウム、サリチル酸、エタノール、ウンデシレン酸
、フェノール類、ジャマール（イミダゾデイニールウレア）、１，２－ペンタンジオール
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、各種精油類、樹皮乾留物等を好適に用いることができる。
【００６７】
　粉体成分としては、たとえば、セリサイト、酸化チタン、タルク、カオリン、ベントナ
イト、酸化亜鉛、炭酸マグネシウム、酸化マグネシウム、酸化ジルコニウム、硫酸バリウ
ム、無水ケイ酸、雲母、ナイロンパウダー、ポリエチレンパウダー、シルクパウダー、セ
ルロース系パウダー、穀類（米、麦、トウモロコシ、キビなど）のパウダー、豆類（大豆
、小豆など）のパウダー等を好適に用いることができる。
【００６８】
　紫外線吸収剤としては、たとえば、パラアミノ安息香酸エチル、パラジメチルアミノ安
息香酸エチルヘキシル、サリチル酸アミル及びその誘導体、パラメトキシ桂皮酸２－エチ
ルヘキシル、桂皮酸オクチル、オキシベンゾン、２，４－ジヒドロキシベンゾフェノン、
２－ヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン－５－スルホン酸塩、４－ターシャリーブ
チル－４－メトキシベンゾイルメタン、２－（２－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）ベ
ンゾトリアゾール、ウロカニン酸、ウロカニン酸エチル、アロエ抽出物等を好適に用いる
ことができる。
【００６９】
　抗酸化剤としては、たとえば、ブチルヒドロキシアニソール、ブチルヒドロキシトルエ
ン、没食子酸プロピル、ビタミンＥ及びその誘導体、ビャッキュウ抽出物、イネ抽出物等
を好適に用いることができる。
【００７０】
　さらに、本発明に係る化粧料には、必要に応じて、ヒアルロン酸（特に吸収型ヒアルロ
ン酸、たとえば、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム）等の保湿剤（水分調整
剤）等を添加することも可能である。なお、本発明に係る化粧料にヒアルロン酸を添加す
る場合には、その添加量は特に限定されないが、０．００５～５質量％であると、皮膚の
保湿性および経済性の観点から好ましく、０．０５～２質量％であるとより好ましい。
【００７１】
　加えて、本発明に係る化粧料に、フコイダン（硫酸多糖の一種であり、昆布、ワカメ等
の褐藻類の粘質物に多く含まれる食物繊維）を添加すると、抗菌作用によってシワ・シミ
取り作用、美肌化・美白化作用が一段と良好なものとなるので好ましい。フコイダンの添
加量は、特に限定されないが、０．００５～５質量％であると、シワ・シミ取り作用、美
肌化・美白化作用および経済性の観点から好ましく、０．０５～２質量％であるとより好
ましい。
【００７２】
　なお、本発明に係る化粧料の製造に当たっては、製造方法は特に限定されるものではな
いが、必要に応じて、原料あるいは原料の混合液を、３０℃～１００℃の温度範囲内で加
熱するのが好ましい。
【００７３】
［実施例Ａ：化粧料の実施例］
　以下、実施例によって本発明に係る化粧料についてより詳細に説明するが、本発明は、
かかる実施例の態様に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、
適宜変更することが可能である。また、実施例における物性、特性の評価方法は以下の通
りである。なお、下記の各官能評価においては、被験者３名分の各評価結果の平均的な段
階（◎，○，△，×）を最終的な評価結果とした。
【００７４】
＜シワ取り・シミ取り効果＞
　各実施例および比較例で調製された化粧料を、以下の（１）～（４）の方法で３名の被
験者（いずれも５０代）に使用し、当該使用を一定期間（１週間）に亘って繰り返した。
（１）所定の量（約５．０ｇ）の化粧料の顔面への塗布（手による塗布）
（２）皮膚への十分な擦り込み
（３）約１０時間に亘る保持
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（４）市販の石鹸を用いた先願による除去
　そして、上記の如く化粧料の使用を繰り返した後の各被験者の顔面の皮膚の状態を、下
記の４段階で官能評価した。
　○：目尻や額のシワや皮膚のシミに十分な軽減効果が見られる。
　△：目尻や額のシワや皮膚のシミに僅かな軽減効果が見られる。
　×：目尻や額のシワや皮膚のシミにほとんど軽減効果が見られない。
【００７５】
＜美白効果＞
　上記の如き化粧料の使用を一定期間に亘って繰り返した後の各被験者の顔面の皮膚の色
の変化を、下記の４段階で官能評価した。
　○：顔全体の皮膚に十分な白色化が認められる。
　△：顔全体の皮膚に僅かな白色化が認められる。
　×：顔全体の皮膚に白色化が認められない。
【００７６】
＜皮膚への刺激＞
　上記の如き化粧料の使用を一定期間に亘って繰り返した際における各被験者の皮膚への
刺激を、下記の４段階で官能評価した。
　○：皮膚に刺激を感じない。
　△：わずかに刺激を感じる。
　×：強い刺激を感じる。
【００７７】
＜化粧料の臭い＞
　上記の如き化粧料の使用を一定期間に亘って繰り返した際に被験者が感じた臭いを下記
の３段階で官能評価した。
　○：特に悪臭を感じない。
　△：若干の悪臭を感じる。
　×：悪臭を感じる。
【００７８】
＜溶液の均一性＞
　実施例、比較例で得られた化粧料の溶液の均一性を、目視によって下記の３段階で官能
評価した。
　◎：沈殿物がまったくない。
　○：若干の沈殿物が認められる。
　△：多くの沈殿物が認められる。
【００７９】
［実施例Ａ－１］
＜化粧料の調製＞
　下記の各成分を混合することによって、実施例Ａ－１の化粧料を得た。なお、化粧料を
製造する際には、プロポリス溶液とグリセリンとを混合して攪拌する一方、約７０℃に加
熱した精製水中に、アミノ酸を配合して攪拌し、混合液を常温まで冷却した後、吸収型ヒ
アルロン酸を配合して攪拌した。しかる後、得られたアミノ酸および吸収型ヒアルロン酸
の混合水溶液に重金属イオンを添加した後、その重金属イオン含有溶液と、プロポリス溶
液およびグリセリンの混合溶液とを混ぜ合わせて攪拌する方法を採用した。
【００８０】
＜化粧料の成分＞
・プロポリス溶液（２０質量％抽出液（エタノール溶液））：１．０質量％（プロポリス
の純成分の濃度＝０．２質量％）
・グリセリン：７０質量％
・香料：０．２質量％
・重金属イオン
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　・銀イオン、亜鉛イオン、チタンイオンの複合イオン：１０，０００ｐｐｍ
・アミノ酸
　・Ｌ－システイン：０．２質量％
　・Ｌ－アルギニン： ０．２質量％
　・Ｌ－トレオニン：０．１質量％
　・Ｌ－リシン（塩酸塩）：０．１質量％
　・Ｌ－アスパラギン酸：０．１質量％
・吸収型ヒアルロン酸（ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム）：５．０質量％
・フコイダン：５．０質量％
・精製水：残余量
【００８１】
　しかる後、上記した方法で３名の被験者に一定期間（１週間）に亘って化粧料を使用し
、上記した「シワ取り・シミ取り効果」、「美白効果」、「皮膚への刺激」および「化粧
料の臭い」の４項目について評価した。評価結果を化粧料の組成とともに表１に示す。
【００８２】
［実施例Ａ－２，Ａ－３］
　化粧料を調製する際に、重金属イオンの混合割合を、それぞれ、５，０００ｐｐｍ、２
０，０００ｐｐｍに変更した以外は、実施例Ａ－１の化粧料の調製と同様にして、実施例
Ａ－２，Ａ－３の化粧料を調製した（なお、精製水の重量割合（残余量）は、重金属イオ
ンの混合割合に併せて変更した）。そして、それらの実施例Ａ－２，Ａ－３の化粧料を、
実施例Ａ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ａ－１と同様に評価した。
評価結果を化粧料の組成とともに表１に示す。
【００８３】
［実施例Ａ－４，Ａ－５］
　化粧料を調製する際に、重金属イオンを、それぞれ、銀イオン、亜鉛イオンに変更した
以外は、実施例Ａ－１の化粧料の調製と同様にして、実施例Ａ－４，Ａ－５の化粧料を調
製した。そして、それらの実施例Ａ－４，Ａ－５の化粧料を、実施例Ａ－１と同様な方法
で、被験者に使用した後に、実施例Ａ－１と同様に評価した。評価結果を化粧料の組成と
ともに表１に示す。
【００８４】
［実施例Ａ－６～Ａ－８］
　化粧料を調製する際に、添加するアミノ酸を、それぞれ、Ｌ－システインのみ、Ｌ－ア
ルギニンのみ、Ｌ－リシン（塩酸塩）のみとするとともに、それらの混合割合を０．７質
量％に変更した以外は、実施例Ａ－１の化粧料の調製と同様にして、実施例Ａ－６～Ａ－
８の化粧料を調製した。そして、それらの実施例Ａ－６～Ａ－８の化粧料を、実施例Ａ－
１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ａ－１と同様に評価した。評価結果を
化粧料の組成とともに表１に示す。
【００８５】
［実施例Ａ－９～Ａ－１２］
　化粧料を調製する際に、プロポリスの混合割合（プロポリスの純成分の濃度）を、それ
ぞれ、０．０２５質量％、０．２５質量％、０．５質量％、２．５質量％に変更した（す
なわち、プロポリスの純成分の濃度を、それぞれ、０．００５質量％、０．０５質量％、
０．１質量％、０．５質量％に変更した）以外は、実施例Ａ－１の化粧料の調製と同様に
して、実施例Ａ－９～Ａ－１２の化粧料を調製した。そして、それらの実施例Ａ－９～Ａ
－１２の化粧料を、実施例Ａ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ａ－１
と同様に評価した。評価結果を化粧料の組成とともに表１に示す。
【００８６】
［実施例Ａ－１３］
＜化粧料の調製＞
　下記の各成分を混合することによって、実施例Ａ－１３の化粧料を得た。
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【００８７】
＜化粧料の成分＞
・プロポリス溶液（２０質量％抽出液（エタノール溶液））：１．０質量％（プロポリス
の純成分の濃度＝０．２質量％）
・香料：０．２質量％
・分散剤：３．０質量％
・改良型シスチン（すなわち、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチン）の水
溶液（シスチンの固形分濃度２．０％の水溶液）：５．０質量％
・その他のアミノ酸
　・Ｌ－アルギニン： ０．３質量％
　・Ｌ－リシン（塩酸塩）：０．１質量％
・ヒアルロン酸ナトリウム：３０．０質量％
・吸収型ヒアルロン酸（ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム）：３．０質量％
・フコイダン：３．０質量％
・防腐剤（エトキシジグリコール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパ
ラベン、ブチルパラベン、エチルパラベンの混合溶液）：０．１質量％
・グリセリン：３０．０質量％
・精製水：残余量
【００８８】
　そして、得られた実施例Ａ－１３の化粧料を、実施例Ａ－１と同様な方法で、被験者に
使用した後に、実施例Ａ－１と同様に評価した。評価結果を化粧料の組成とともに表１に
示す。
【００８９】
［実施例Ａ－１４～Ａ－１６］
　化粧料を調製する際に、改良型シスチンの水溶液の混合割合を、それぞれ、３．０質量
％、７．０質量％、１０．０質量％に変更した（すなわち、改良型シスチンの純成分の濃
度を、それぞれ、０．０６質量％、０．１４質量％、０．２質量％に変更した）以外は、
実施例Ａ－１３の化粧料の調製と同様にして、実施例Ａ－１４～Ａ－１６の化粧料を調製
した。そして、それらの実施例Ａ－１４～Ａ－１６の化粧料を、実施例Ａ－１と同様な方
法で、被験者に使用した後に、実施例Ａ－１と同様に評価した。評価結果を化粧料の組成
とともに表１に示す。
【００９０】
［実施例Ａ－１７］
　化粧料を調製する際に、改良型シスチンの水溶液の代わりにアセチルシステイン　０．
３質量％を混合した以外は、実施例Ａ－１３の化粧料の調製と同様にして、実施例Ａ－１
７の化粧料を調製した。そして、その実施例Ａ－１７の化粧料を、実施例Ａ－１と同様な
方法で、被験者に使用した後に、実施例Ａ－１と同様に評価した。評価結果を化粧料の組
成とともに表１に示す。
【００９１】
＜比較例Ａ－１＞
　化粧料を調製する際に、プロポリスを添加しなかった以外は、実施例Ａ－１の化粧料の
調製と同様にして、比較例Ａ－１の化粧料を調製した。そして、その比較例Ａ－１の化粧
料を、実施例Ａ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ａ－１と同様に評価
した。評価結果を化粧料の組成とともに表１に示す。
【００９２】
＜比較例Ａ－２＞
　化粧料を調製する際に、重金属イオンを添加しなかった以外は、実施例Ａ－１の化粧料
の調製と同様にして、比較例Ａ－２の化粧料を調製した。そして、その比較例Ａ－２の化
粧料を、実施例Ａ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ａ－１と同様に評
価した。評価結果を化粧料の組成とともに表１に示す。
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【００９３】
＜比較例Ａ－３＞
　化粧料を調製する際に、アミノ酸を添加しなかった以外は、実施例Ａ－１の化粧料の調
製と同様にして、比較例Ａ－３の化粧料を調製した。そして、その比較例Ａ－３の化粧料
を、実施例Ａ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ａ－１と同様に評価し
た。評価結果を化粧料の組成とともに表１に示す。
【００９４】
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【表１】

【００９５】
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　表１から、プロポリス、アミノ酸および重金属イオンを含有する実施例Ａ－１～Ａ－１
２の化粧料を一定期間に亘って被験者に使用した場合には、シワ取り・シミ取り効果、美
白効果ともに良好で、皮膚への刺激が少なく、使用時に化粧料の臭いが気にならないこと
が分かる。また、プロポリスおよび改良型シスチン（あるいはアセチルシステイン）を含
有する実施例Ａ－１３～Ａ－１７の化粧料を一定期間に亘って被験者に使用した場合も、
シワ取り・シミ取り効果、美白効果ともに良好で、皮膚への刺激が少なく、使用時に化粧
料の臭いが気にならないことが分かる。これに対して、プロポリス、アミノ酸および重金
属イオンの内のいずれかを含有していない比較例Ａ－１～Ａ－３の化粧料を一定期間に亘
って使用した場合には、良好なシワ取り・シミ取り効果、美白効果が得られなかったり、
皮膚への刺激があったり、使用時に悪臭を感じたりすることが分かる。
【００９６】
［毛髪修復剤の実施形態］
　本発明に係る毛髪修復剤は、プロポリスを含有することを特徴とするものである。本発
明に係る毛髪修復剤には、このプロポリスの固形分濃度が１０％～３０％の抽出溶液（エ
タノール溶液等）を、０．５～１５．０質量％含有させるのが好ましく、１．０～５．０
質量％含有させるのがより好ましく、２．０～４．０質量％含有させるのが特に好ましい
（したがって、固形分濃度としては、０．０５質量％～４．５質量％含有させるのが好ま
しく、０．１質量％～１．５質量％含有させるのがより好ましく、０．２質量％～１．２
質量％含有させるのが特に好ましい）。また、プロポリスの抽出溶液としては、固形分濃
度が約２０％の抽出溶液を用いるのが最も好ましい。プロポリスの添加量が、上記した範
囲を下回ると（固形分濃度が０．０５質量％を下回ると）、十分な毛髪の損傷の修復効果
が得られないので好ましくなく、プロポリスの添加量が、上記した範囲を上回ると（固形
分濃度が４．５質量％を上回ると）、不経済である上、毛髪のべとつき感が高くなり、毛
髪の洗浄が困難となったり、毛髪修復剤の臭いが不良となったりするので好ましくない。
【００９７】
　また、本発明に係る毛髪修復剤には、必要に応じてアミノ酸もしくはその誘導体を含有
させることができる。アミノ酸もしくはその誘導体としては、アラニン、アルギニン、ア
スパラギン、アスパラギン酸、システイン（あるいはシスチン）、リシン（あるいはリジ
ン）、グルタミン、グルタミン酸、あるいはそれらの塩酸塩、硫酸塩等の誘導体等を用い
ることができるが、システイン、リシン、アルギニンの内の１種、または２種以上を混合
してなるものであると、少ない分量で、毛髪に効率的に艶、ハリや潤いを付与することが
可能となるので好ましい。加えて、システイン（Ｌ－システイン）、リシン（Ｌ－リシン
）、アルギニン（Ｌ－アルギニン）、あるいはそれらの塩酸塩の内の２種以上の組み合わ
せを用いると、毛髪にきわめて効率的に艶、ハリや潤いを付与することができるのでより
好ましい。
【００９８】
　さらに、アミノ酸としてシスチンを用いる場合には、そのシスチンの内の少なくとも一
部（あるいは全部）を、上記した改良型シスチンとすると、毛髪修復剤におけるシスチン
の分散性が良くなり、頭皮への“のり”が良好なものとなるので好ましい。かかる改良型
シスチンにおける白金（白金ナノコロイド））は、高い抗酸化作用を発揮し、プロポリス
およびシスチン（あるいはその他のアミノ酸）との相互作用によって、毛髪へ艶、ハリや
潤いを与える効果に寄与する。
【００９９】
　また、改良型シスチンを用いる場合には、当該シスチンの含有量は、特に限定されない
が、固形分換算で０．００５～５質量％含有させるのが好ましく、０．０１～２質量％含
有させるのがより好ましい。改良型シスチンの含有量が、０．００５質量％を下回ると、
毛髪への艶、ハリや潤いの付与効果が不十分なものとなるので好ましくなく、改良型シス
チンの含有量が、５質量％を上回ると、不経済である上、頭皮への刺激を強くしてしまう
虞れがあるので好ましくない。
【０１００】
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　また、改良型シスチンを用いる場合には、当該シスチンの含有量を、プロポリスの添加
量に対して３％～１００％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると、より高い抗酸化
作用を発揮し、プロポリスとの相互作用によって、毛髪への艶、ハリや潤いの付与効果が
きわめて良好なものとなるので好ましく、５％～４０％の範囲内に調整するとより好まし
く、１０％～３０％の範囲内に調整すると特に好ましい。
【０１０１】
　さらに、改良型シスチンを用いる場合には、シスチンに対する白金（白金ナノコロイド
）の添加量を０．０１％～１．０％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると、毛髪修
復剤中でのシスチンの分散性が良好なものとなるので好ましく、０．１％～０．５％の範
囲内に調整するとより好ましく、０．２％～０．３％の範囲内に調整すると特に好ましい
。加えて、改良型シスチンを用いる場合には、加水分解ケラチンに対するシスチンの含有
量を１％～５０％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると、毛髪修復剤中でのシスチ
ンの分散性が良好なものとなるので好ましく、３％～２５％の範囲内に調整するとより好
ましく、５％～１０％の範囲内に調整すると特に好ましい。さらに、改良型シスチンを用
いる場合には、当該シスチンを、固形分濃度が１～５質量％の水溶液として用いるのが好
ましく、固形分濃度が２質量％の水溶液として用いるのが最も好ましい。
【０１０２】
　また、毛髪修復剤に含有させるアミノ酸として、アセチルシステイン（Ｎ－アセチルシ
ステイン（N-acetyl-L-cystein）)、Ｎ，Ｎ’－ビスアセチルシスチン（Ｎ，Ｎ’－ジア
セチルシスチン（N,N'-diacetyl-L-cystine）)、Ｎ－アセチルシスチン（N-acetyl-L-cys
tine）、システイン酸（cysteic-acid）を用いることもでき、その中でも、アセチルシス
テインを用いると、少ない分量で非常に効率的に毛髪へ艶、ハリや潤いを付与することが
可能となるので好ましい。
【０１０３】
　本発明に係る毛髪修復剤には、上記したアミノ酸またはその誘導体を、全体として、０
．０５～１０質量％含有させるのが好ましく、０．１～５質量％含有させるのがより好ま
しい。アミノ酸またはその誘導体の含有量が、上記した範囲を下回ると、プロポリスとの
相乗作用が得られず、十分な毛髪の損傷防止効果、艶、ハリや潤いの付与効果が得られな
いので好ましくなく、アミノ酸またはその誘導体の含有量が、上記した範囲を上回ると、
不経済である上、毛髪の損傷を助長してしまう虞れがあるので好ましくない。
【０１０４】
　一方、本発明に係る毛髪修復剤におけるアミノ酸に対するプロポリスの添加比率は、特
に限定されないが、当該添加比率が０．５～２，０００％であると、プロポリスとアミノ
酸との相乗作用によって、非常に良好な毛髪の損傷防止効果、艶、ハリや潤いの付与効果
が得られるので好ましく、２０～５００％であるとより好ましく、３０～９０％であると
一段と好ましい。
【０１０５】
　さらに、本発明に係る毛髪修復剤には、必要に応じて、各種のアルコールや発酵アルコ
ール、グリコール類（ブチルグリコール等）、植物から抽出したエキス、防腐剤、香料、
粘度調整剤、ＰＨ調整剤等を添加することも可能である。
【０１０６】
　さらに、本発明に係る毛髪修復剤に、フコイダン（硫酸多糖の一種であり、昆布、ワカ
メ等の褐藻類の粘質物に多く含まれる食物繊維）を添加すると、毛髪の損傷を効果的に修
復できる上、毛髪に効率的に艶、ハリや潤いを付与することができるのでより好ましい。
フコイダンの添加量は、特に限定されないが、本発明に係る毛髪修復剤には、０．１～１
５質量％含有させるのが好ましく、１～６質量％含有させるのがより好ましい。フコイダ
ンの含有量が、０．１質量％を下回ると、プロポリスとの相乗作用が得られず、十分な毛
髪の修復効果、艶、ハリや潤いの付与効果が得られないので好ましくなく、フコイダンの
含有量が、１５質量％を上回ると、不経済である上、処理後の毛髪の仕上がりがべとつい
た感じになるので好ましくない。
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【０１０７】
　また、本発明に係る毛髪修復剤には、必要に応じて、ヒアルロン酸（特に高分子ヒアル
ロン酸）等の保湿剤（水分調整剤）等を添加することも可能である。なお、本発明に係る
毛髪修復剤にヒアルロン酸を添加する場合には、その添加量は特に限定されないが、０．
００５～５質量％であると、毛髪の保湿性および経済性の観点から好ましく、０．０５～
３質量％であるとより好ましい。加えて、本発明に係る毛髪修復剤にヒアルロン酸を添加
する場合には、高分子ヒアルロン酸とヒアルロン酸ナトリウムとを混合して用いるのが好
ましく、その混合比が、３０重量部：７０重量部～７０重量部：３０重量部の範囲内にあ
ると、より好ましい。
【０１０８】
　なお、本発明に係る毛髪修復剤の製造に当たっては、製造方法は特に限定されるもので
はないが、必要に応じて、原料あるいは原料の混合液を、３０℃～１００℃の温度範囲内
で加熱するのが好ましい。
【０１０９】
［実施例Ｂ：毛髪修復剤の実施例］
　以下、実施例によって本発明に係る毛髪修復剤についてより詳細に説明するが、本発明
の毛髪修復剤は、かかる実施例の態様に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸
脱しない範囲で、適宜変更することが可能である。また、実施例における物性、特性の評
価方法は以下の通りである。なお、下記の各官能評価においては、被験者３名分の各評価
結果の平均的な段階（◎，○，△，×）を最終的な評価結果とした。
【０１１０】
＜毛髪の損傷の修復度＞
　枝毛等、毛髪の損傷（ダメージ）が大きな被験者３名を選択し、それらの被験者の毛髪
に、実施例および比較例で得られた毛髪修復剤を、所定の分量（約２０ｇ）だけ入念に（
毛髪全体に行き渡るように）塗布し、約１０分間放置してから、約５０℃で１５分間に亘
って加熱し、２分間放置して自然冷却させた。しかる後、洗髪して毛髪修復剤を十分に除
去し、ドライヤーで乾燥させた。そして、乾燥させた後の毛髪の修復度合いを、美容師に
よって下記の４段階で官能評価した。（なお、最終的な評価結果は、３名の被験者の各評
価結果の中間のものとした。）
　◎：毛髪の損傷（キューティクルの剥離、枝毛、切れ毛等）が修復されており、毛髪に
十分な艶、ハリや潤いがある。
　○：毛髪の損傷が概ね修復されており、毛髪に艶、ハリや潤いがある。
　△：毛髪の損傷があまり修復されておらず、毛髪に艶、ハリや潤いがほとんど見られな
い。
　×：毛髪の損傷がほとんど修復されておらず、毛髪に艶、ハリや潤いが全く見られない
。
【０１１１】
＜溶液の均一性＞
　実施例、比較例で得られた毛髪修復剤の溶液の均一性を、目視によって下記の３段階で
官能評価した。
　◎：沈殿物がまったくない。
　○：若干の沈殿物が認められる。
　△：多くの沈殿物が認められる。
【０１１２】
［実施例Ｂ－１］
＜毛髪修復剤の調製＞
　下記の各成分を混合・攪拌することによって、実施例Ｂ－１の毛髪修復剤を得た。すな
わち、約８０℃に加熱した精製水中に、Ｌ－システイン、Ｌ－リジン塩酸塩、Ｌ－アルギ
ニンを混合して攪拌する一方（溶液Ａ）、プロポリス、グリセリン、ブチルグリコールを
混合して攪拌した（溶液Ｂ）。しかる後、溶液Ａ，Ｂとフコイダンとを混合して攪拌し、
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混合液を約７０℃まで再加熱した後、常温まで冷却し、ヒアルロン酸、香料を混合して攪
拌することによって、実施例Ｂ－１の毛髪修復剤を得た。
【０１１３】
＜毛髪修復剤の成分＞
・アミノ酸類
　・Ｌ－システイン：０．７質量％
　・Ｌ－リジン塩酸塩：０．７質量％
　・Ｌ－アルギニン：０．７質量％
・プロポリス（固形分濃度２０％のエタノール抽出液）： ３．０質量％（固形分０．６
質量％）
・グリセリン：５０質量％
・ブチルグリコール：２０．０質量％ 
・フコイダン：１０．０質量％
・ヒアルロン酸（高分子ヒアルロン酸とヒアルロン酸ナトリウムとを重量比１：１で混合
したもの）：２．０質量％
・香料：０．５質量％
・精製水：残余量
【０１１４】
　そして、得られた実施例Ｂ－１の毛髪修復剤を用いて、上記した方法で、毛髪の損傷の
修復度を評価した。評価結果を毛髪修復剤の組成とともに表２に示す。
【０１１５】
［実施例Ｂ－２，Ｂ－３］
　添加するアミノ酸類を、それぞれＬ－システイン　０．１質量％、０．７質量％に変更
した以外は、実施例Ｂ－１と同様な方法で実施例Ｂ－２，Ｂ－３の毛髪修復剤を得た。そ
して、得られた各毛髪修復剤を用いて、実施例Ｂ－１と同様な方法で毛髪の損傷の修復度
を評価した。評価結果を毛髪修復剤の組成とともに表２に示す。
【０１１６】
［実施例Ｂ－４，Ｂ－５］
　添加するアミノ酸類を、それぞれＬ－リジン塩酸塩　０．１質量％、０．７質量％に変
更した以外は、実施例Ｂ－１と同様な方法で実施例Ｂ－４，Ｂ－５の毛髪修復剤を得た。
そして、得られた各毛髪修復剤を用いて、実施例Ｂ－１と同様な方法で毛髪の損傷の修復
度を評価した。評価結果を毛髪修復剤の組成とともに表２に示す。
【０１１７】
［実施例Ｂ－６］
　添加するアミノ酸類をトリプトファン　２．１質量％に変更した以外は、実施例Ｂ－１
と同様な方法で実施例Ｂ－６の毛髪修復剤を得た。そして、得られた毛髪修復剤を用いて
、実施例Ｂ－１と同様な方法で毛髪の損傷の修復度を評価した。評価結果を毛髪修復剤の
組成とともに表２に示す。
【０１１８】
［実施例Ｂ－７，Ｂ－８］
　プロポリスの添加量を、それぞれ０．５質量％（固形分０．１質量％）、５．０質量％
（固形分１．０質量％）に変更した以外は、実施例Ｂ－１と同様な方法で実施例Ｂ－７，
Ｂ－８の毛髪修復剤を得た。そして、得られた各毛髪修復剤を用いて、実施例Ｂ－１と同
様な方法で毛髪の損傷の修復度を評価した。評価結果を毛髪修復剤の組成とともに表２に
示す。
【０１１９】
［実施例Ｂ－９，Ｂ－１０］
　フコイダンの添加量を、それぞれ２．０質量％、２０．０質量％に変更した以外は、実
施例Ｂ－１と同様な方法で実施例Ｂ－９，Ｂ－１０の毛髪修復剤を得た。そして、得られ
た各毛髪修復剤を用いて、実施例Ｂ－１と同様な方法で毛髪の損傷の修復度を評価した。
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評価結果を毛髪修復剤の組成とともに表２に示す。
【０１２０】
［実施例Ｂ－１１，Ｂ－１２］
　ヒアルロン酸の添加量を、それぞれ０．１質量％、５．０質量％に変更した以外は、実
施例Ｂ－１と同様な方法で実施例Ｂ－１１，Ｂ－１２の毛髪修復剤を得た。そして、得ら
れた各毛髪修復剤を用いて、実施例Ｂ－１と同様な方法で毛髪の損傷の修復度を評価した
。評価結果を毛髪修復剤の組成とともに表２に示す。
【０１２１】
［実施例Ｂ－１３］
＜毛髪修復剤の調製＞
　下記の各成分を混合・攪拌することによって、実施例Ｂ－１３の毛髪修復剤を得た。す
なわち、約８０℃に加熱した精製水中に、プロポリス、グリセリン、ブチルグリコールを
混合して攪拌した。しかる後、その混合溶液を約７０℃まで再加熱した後、常温まで冷却
し、香料を混合して攪拌することによって、実施例Ｂ－１３の毛髪修復剤を得た。
【０１２２】
＜毛髪修復剤の成分＞
・プロポリス（固形分濃度２０％のエタノール抽出液）： ３．０質量％（固形分０．６
質量％）
・グリセリン：５０質量％
・ブチルグリコール：２０．０質量％ 
・香料：０．５質量％
・精製水：残余量
【０１２３】
　そして、得られた実施例Ｂ－１３の毛髪修復剤を用いて、実施例Ｂ－１と同様な方法で
、毛髪の損傷の修復度を評価した。評価結果を毛髪修復剤の組成とともに表２に示す。
【０１２４】
［実施例Ｂ－１４］
＜毛髪修復剤の調製＞
　下記の各成分を混合・攪拌することによって、実施例Ｂ－１４の毛髪修復剤を得た。す
なわち、約８０℃に加熱した精製水中に、プロポリス、グリセリン、ブチルグリコールを
混合して攪拌した。しかる後、その混合溶液にフコイダンを混合して攪拌し、約７０℃ま
で再加熱した後、常温まで冷却し、香料を混合して攪拌することによって、実施例Ｂ－１
４の毛髪修復剤を得た。
【０１２５】
＜毛髪修復剤の成分＞
・プロポリス（固形分濃度２０％のエタノール抽出液）： ３．０質量％（固形分０．６
質量％）
・グリセリン：５０質量％
・ブチルグリコール：２０．０質量％ 
・フコイダン：１０．０質量％
・香料：０．５質量％
・精製水：残余量
【０１２６】
　そして、得られた実施例Ｂ－１４の毛髪修復剤を用いて、実施例Ｂ－１と同様な方法で
、毛髪の損傷の修復度を評価した。評価結果を毛髪修復剤の組成とともに表２に示す。
【０１２７】
［実施例Ｂ－１５］
＜毛髪修復剤の調製＞
　下記の各成分を混合することによって、実施例Ｂ－１５の毛髪修復剤を得た。
【０１２８】
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＜毛髪修復剤の成分＞
・改良型シスチン（すなわち、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチン）の水
溶液（シスチンの固形分濃度２．０％の水溶液）：３．０質量％
・アミノ酸
　・Ｌ－リシン（塩酸塩）：０．１質量％
・プロポリス溶液（２０質量％抽出液（エタノール溶液））：２．０質量％（プロポリス
の純成分の濃度＝０．４質量％）
・分散剤：３．０質量％
・香料：０．２質量％
・グリセリン：３０．０質量％
・フコイダン：３．０質量％
・精製水：残余量
【０１２９】
　そして、得られた実施例Ｂ－１５の毛髪修復剤を、実施例Ｂ－１と同様な方法で、被験
者に使用した後に、実施例Ｂ－１と同様に評価した。評価結果を毛髪修復剤の組成ととも
に表２に示す。
【０１３０】
［実施例Ｂ－１６～Ｂ－１８］
　毛髪修復剤を調製する際に、改良型シスチンの水溶液の混合割合を、それぞれ、１．５
質量％、６．０質量％、９．０質量％に変更した（すなわち、改良型シスチンの純成分の
濃度を、それぞれ、０．０３質量％、０．１２質量％、０．１８質量％に変更した）以外
は、実施例Ｂ－１５の毛髪修復剤の調製と同様にして、実施例Ｂ－１６～Ｂ－１８の毛髪
修復剤を調製した。そして、それらの実施例Ｂ－１６～Ｂ－１８の毛髪修復剤を、実施例
Ｂ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ｂ－１と同様に評価した。評価結
果を毛髪修復剤の組成とともに表２に示す。
【０１３１】
［実施例Ｂ－１９］
　毛髪修復剤を調製する際に、改良型シスチンの水溶液の代わりにアセチルシステイン　
０．３質量％を混合した以外は、実施例Ｂ－１５の毛髪修復剤の調製と同様にして、実施
例Ｂ－１９の毛髪修復剤を調製した。そして、その実施例Ｂ－１９の毛髪修復剤を、実施
例Ｂ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ｂ－１と同様に評価した。評価
結果を毛髪修復剤の組成とともに表２に示す。
【０１３２】
［比較例Ｂ－１］
＜毛髪修復剤の調製＞
　下記の各成分を常温下で混合・攪拌することによって、比較例Ｂ－１の毛髪修復剤を得
た。
【０１３３】
＜毛髪修復剤の成分＞
・加水分解ケラチン： ２０．０質量％
・イノシットヘキサリン酸：０．２質量％
・ジプロピレングリコール：５．０質量％ 
・ポオキシエチレン硬化ヒマシ油：１．０質量％
・香料：０．２質量％
・精製水：残余量
【０１３４】
　そして、得られた比較例Ｂ－１の毛髪修復剤を用いて、実施例Ｂ－１と同様な方法で、
毛髪の損傷の修復度を評価した。評価結果を毛髪修復剤の組成とともに表２に示す。
【０１３５】
［比較例Ｂ－２］
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　下記の各成分を混合・攪拌することによって、比較例Ｂ－２の毛髪修復剤を得た。すな
わち、約８０℃に加熱した精製水中に、グリセリン、ブチルグリコールを混合して攪拌し
た。しかる後、その混合溶液にフコイダンを混合して攪拌し、約７０℃まで再加熱した後
、常温まで冷却し、香料を混合して攪拌することによって、比較例Ｂ－２の毛髪修復剤を
得た。
【０１３６】
＜毛髪修復剤の成分＞
・グリセリン：５０質量％
・ブチルグリコール：２０．０質量％ 
・フコイダン：１０．０質量％
・香料：０．５質量％
・精製水：残余量
【０１３７】
　そして、得られた比較例Ｂ－２の毛髪修復剤を用いて、実施例Ｂ－１と同様な方法で、
毛髪の損傷の修復度を評価した。評価結果を毛髪修復剤の組成とともに表２に示す。
【０１３８】
［比較例Ｂ－３］
＜毛髪修復剤の調製＞
　下記の各成分を混合・攪拌することによって、比較例Ｂ－３の毛髪修復剤を得た。すな
わち、約８０℃に加熱した精製水中に、Ｌ－システイン、Ｌ－リジン塩酸塩、Ｌ－アルギ
ニンを混合して攪拌する一方（溶液Ａ）、グリセリン、ブチルグリコールを混合して攪拌
した（溶液Ｂ）。しかる後、溶液Ａ，Ｂとフコイダンとを混合して攪拌し、混合液を約７
０℃まで再加熱した後、常温まで冷却し、香料を混合して攪拌することによって、比較例
Ｂ－３の毛髪修復剤を得た。
【０１３９】
＜毛髪修復剤の成分＞
・アミノ酸類
　・Ｌ－システイン：０．７質量％
　・Ｌ－リジン塩酸塩：０．７質量％
　・Ｌ－アルギニン：０．７質量％
・グリセリン：５０質量％
・ブチルグリコール：２０．０質量％ 
・フコイダン：１０．０質量％
・香料：０．５質量％
・精製水：残余量
【０１４０】
　そして、得られた比較例Ｂ－３の毛髪修復剤を用いて、実施例Ｂ－１と同様な方法で、
毛髪の損傷の修復度を評価した。評価結果を毛髪修復剤の組成とともに表２に示す。
【０１４１】
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【表２】

【０１４２】
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　表２から、本発明に係る毛髪修復剤（実施例Ｂ－１～Ｂ－１９）は、枝毛等のダメージ
の大きな毛髪の修復機能に優れている上、毛髪に艶、ハリや潤いを付与できることが分か
る。これに対して、プロポリスやを使用していない比較例１～３の毛髪修復剤は、ダメー
ジの大きな毛髪の修復機能をほとんど発揮し得ないことが分かる。
【０１４３】
［スキンケア用ローションの実施形態］
　本発明に係るスキンケア用ローションは、プロポリスおよびアミノ酸を含有することを
特徴とするものである。本発明に係るスキンケア用ローションには、このプロポリスの固
形分濃度が１０％～３０％の抽出溶液（エタノール溶液等）を、０．０１～１５質量％含
有させるのが好ましく、３．０～１０質量％含有させるのがより好ましい（したがって、
固形分濃度としては、０．００１質量％～４．５質量％含有させるのが好ましく、０．３
質量％～３．０質量％含有させるのがより好ましい）。また、プロポリスの抽出溶液とし
ては、固形分濃度が約２０％の抽出溶液を用いるのが最も好ましい。プロポリスの添加量
が、上記した範囲を下回ると（固形分濃度が０．００１質量％を下回ると）、十分なシワ
・シミ取り効果、美肌化・美白化効果、日焼け防止効果、皮膚炎改善効果が得られないの
で好ましくなく、プロポリスの添加量が、上記した範囲を上回ると（固形分濃度が４．５
質量％を上回ると）、不経済である上、皮膚に塗布した際のべとつき感が高くなったり、
スキンケア用ローションの臭いが不良となったりするので好ましくない。
【０１４４】
　また、本発明に係るスキンケア用ローションには、アミノ酸を含有させることが必要で
ある。かかるアミノ酸としては、アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸
、システイン（あるいはシスチン）、グルタミン、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン
、イソロイシン、ロイシン、リシン（リジンとも称される）、メチオニン、フェニルアラ
ニン、プロリン、セリン、トレオニン、トリプトファン、チロシン、バリン、ギャバ（γ
－アミノ酪酸）の２１種類のアミノ酸の内のＬタイプのもの、あるいはそれらの塩酸塩、
硫酸塩等の誘導体等を用いることができるが、システイン、アルギニン、リシン、トレオ
ニン、アスパラギン酸、ギャバ、あるいはそれらの誘導体の内の１種、または２種以上を
混合してなるものであると、少ない分量で、効率的にシワ・シミ取り効果、美肌化・美白
化効果、日焼け防止効果、皮膚炎改善効果を発揮することが可能となるので好ましい。加
えて、システイン、アルギニン、リシンを混合して用いると、非常に高いシワ・シミ取り
効果、美肌化・美白化効果、日焼け防止効果、皮膚炎改善効果が得られるので好ましい。
また、本発明に係るスキンケア用ローションにおいてプロポリスとともに用いるアミノ酸
として、システイン（Ｌ－システイン）、アルギニン（Ｌ－アルギニン）、リシン（Ｌ－
リシン）あるいはそれらの塩酸塩（もしくはそれらの内の1種または２種以上の組み合わ
せ）を用いると、きわめて高いシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果、日焼け防止効
果、皮膚炎改善効果が得られるので好ましい。
【０１４５】
　さらに、アミノ酸としてシスチンを用いる場合には、そのシスチンの内の少なくとも一
部（あるいは全部）を、上記した改良型シスチンとすると、スキンケア用ローションにお
けるシスチンの分散性が良くなり、肌への“のり”が良好なものとなるので好ましい。か
かる改良型シスチンにおける白金（白金ナノコロイド））は、高い抗酸化作用を発揮し、
プロポリスおよびシスチン（あるいはその他のアミノ酸）との相互作用によって、シワ・
シミ取り効果、美肌化・美白化効果、日焼け防止効果、皮膚炎改善効果に寄与する。
【０１４６】
　また、改良型シスチンを用いる場合には、当該シスチンの含有量は、特に限定されない
が、固形分換算で０．００５～５質量％含有させるのが好ましく、０．０１～２質量％含
有させるのがより好ましい。改良型シスチンの含有量が、０．００５質量％を下回ると、
十分なシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果、日焼け防止効果、皮膚炎改善効果が得
られないので好ましくなく、改良型シスチンの含有量が、５質量％を上回ると、不経済で
ある上、肌への刺激を強くしてしまう虞れがあるので好ましくない。
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【０１４７】
　また、改良型シスチンを用いる場合には、当該シスチンの含有量を、プロポリスの添加
量に対して１０％～２００％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると、より高い抗酸
化作用を発揮し、プロポリスとの相互作用によって、きわめて良好なシワ・シミ取り効果
、美肌化・美白化効果、日焼け防止効果、皮膚炎改善効果を発現させることが可能となる
ので好ましく、２０％～１００％の範囲内に調整するとより好ましく、３０％～７０％の
範囲内に調整すると特に好ましい。
【０１４８】
　さらに、改良型シスチンを用いる場合には、シスチンに対する白金（白金ナノコロイド
）の添加量を０．０１％～１．０％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると、スキン
ケア用ローション中でのシスチンの分散性が良好なものとなるので好ましく、０．１％～
０．５％の範囲内に調整するとより好ましく、０．２％～０．３％の範囲内に調整すると
特に好ましい。加えて、改良型シスチンを用いる場合には、加水分解ケラチンに対するシ
スチンの含有量を１％～５０％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると、スキンケア
用ローション中でのシスチンの分散性が良好なものとなるので好ましく、３％～２５％の
範囲内に調整するとより好ましく、５％～１０％の範囲内に調整すると特に好ましい。さ
らに、改良型シスチンを用いる場合には、当該シスチンを、固形分濃度が１～５質量％の
水溶液として用いるのが好ましく、固形分濃度が２質量％の水溶液として用いるのが最も
好ましい。
【０１４９】
　また、スキンケア用ローションに含有させるアミノ酸としては、アセチルシステイン（
Ｎ－アセチルシステイン（N-acetyl-L-cystein）)、Ｎ，Ｎ’－ビスアセチルシスチン（
Ｎ，Ｎ’－ジアセチルシスチン（N,N'-diacetyl-L-cystine）)、Ｎ－アセチルシスチン（
N-acetyl-L-cystine）、システイン酸（cysteic-acid）を用いることもでき、その中でも
、アセチルシステインを用いると、シワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果、日焼け防
止効果、皮膚炎改善効果が非常に良好なものとなるので好ましい。
【０１５０】
　本発明に係るスキンケア用ローションには、上記したアミノ酸（あるいはその誘導体）
を、全体として、０．０５～１０質量％含有させるのが好ましく、０．１～５質量％含有
させるのがより好ましい。アミノ酸またはその誘導体の含有量が、上記した範囲を下回る
と、プロポリスとの相乗作用が得られず、十分なシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効
果、日焼け防止効果、皮膚炎改善効果が得られないので好ましくなく、アミノ酸またはそ
の誘導体の含有量が、上記した範囲を上回ると、不経済である上、却って皮膚の炎症を誘
発してしまう虞れがあるので好ましくない。
【０１５１】
　一方、本発明に係るスキンケア用ローションにおけるアミノ酸に対するプロポリス（純
成分）の添加比率は、特に限定されないが、当該添加比率が０．１％以上１００％未満で
あると、プロポリスとアミノ酸との相乗作用によって、より高いシワ・シミ取り効果、美
肌化・美白化効果、日焼け防止効果、皮膚炎改善効果が得られるので好ましく、３％～３
０％であると一層好ましく、５％～２０％であると特に好ましい。
【０１５２】
　さらに、本発明に係るスキンケア用ローションには、保湿、抗菌、血行促進、腐敗防止
の目的で、植物エキスを添加するのが好ましい。当該植物エキスとしては、各種のものを
用いることができるが、クララ葉エキス、ショウガ根エキス（ショウキョウエキス）、セ
ンキュウエキス、トウキエキス（トウキ根エキス）、オタネニンジン根エキスを用いるの
が好ましい。特に、クララ葉エキスを添加すると、保湿、血行促進、抗菌、抗酸化、皮膚
の収斂、止痒等の作用効果の他に、美白、日焼け防止、日焼け後の皮膚の修復等の効果も
得られるので好ましく、ショウガ根エキスを添加すると、血行促進、抗菌、抗酸化、止痒
等の作用効果が得られるので好ましく、センキュウエキスを添加すると、消炎、鎮静、血
行促進等の作用効果が得られるので好ましく、トウキエキスを添加すると、保湿、抹消血
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管拡張、血行促進、抗炎症、抗アレルギー、強壮、鎮痛等の作用効果の他に、美白効果も
得られる上、抗腫瘍効果も期待できるので好ましく、モモ葉エキスを添加すると、保湿、
抗菌、抗酸化、消炎、皮膚の収斂、刺激緩和等の作用効果が得られるので好ましく、オタ
ネニンジン根エキスを添加すると、代謝促進、血行促進等の作用効果の他に、シワ防止、
肌荒れ防止等の効果も得られるので好ましい。
【０１５３】
　また、上記した植物エキスは、単独で用いることもできるが、２種類以上混合して用い
ると、それらの植物エキスの相乗的な作用によって、少量の添加により効率的に保湿、抗
菌、血行促進、腐敗防止等の効果を発現させることが可能となるので好ましい。加えて、
植物エキスの添加量は、特に限定されないが、固形分の合計で０．１～５質量％添加する
のが好ましく、０．５～３質量％添加するのがより好ましい。植物エキスの添加量が０．
１質量％を下回ると、十分な保湿、抗菌、血行促進、腐敗防止効果等が得られないので好
ましくなく、反対に、植物エキスの添加量が５質量％を上回ると、不経済である上、スキ
ンケア用ローションの外観や臭いが不良となる虞れがあるので好ましくない。
【０１５４】
　さらに、本発明に係るスキンケア用ローションには、必須成分であるプロポリス、アミ
ノ酸の他に、通常スキンケア用ローションに用いられる成分、たとえば、油性成分、合成
系あるいは天然物系の界面活性剤、保湿剤、防腐剤（抗菌・殺菌剤）、粉体成分、紫外線
吸収剤、抗酸化剤、色素、香料等を、必要に応じて適宜配合することができる。加えて、
本発明に係るスキンケア用ローションには、必要に応じて、各種のアルコールや発酵アル
コール、グリコール類（ブチルグリコール等）、増粘剤（粘度調整剤）、ＰＨ調整剤等を
添加することも可能である。
【０１５５】
　なお、油性成分、界面活性剤、乳化剤や乳化助剤、保湿剤、増粘剤、防腐・殺菌剤、粉
体成分、紫外線吸収剤、抗酸化剤としては、上記した本発明に係る化粧料に利用可能なも
のと同様のものを用いることができる。
【０１５６】
　さらに、本発明に係るスキンケア用ローションには、必要に応じて、ヒアルロン酸（特
に高分子ヒアルロン酸）等の保湿剤（水分調整剤）等を添加することも可能である。なお
、ヒアルロン酸を添加する場合には、その添加量は特に限定されないが、０．００５～５
質量％であると、皮膚の保湿性および経済性の観点から好ましく、０．０５～３質量％で
あるとより好ましい。加えて、ヒアルロン酸を添加する場合には、高分子ヒアルロン酸と
ヒアルロン酸ナトリウムとを混合して用いるのが好ましく、その混合比が、３０重量部：
７０重量部～７０重量部：３０重量部の範囲内にあると、より好ましい。
【０１５７】
　加えて、本発明に係るスキンケア用ローションに、フコイダン（硫酸多糖の一種であり
、昆布、ワカメ等の褐藻類の粘質物に多く含まれる食物繊維、海藻エキス）を添加すると
、抗菌作用によってシワ・シミ取り作用、美肌化・美白化作用、日焼け防止効果、皮膚炎
改善効果が一段と良好なものとなるので好ましい。フコイダンの添加量は、特に限定され
ないが、０．００５～５質量％であると、シワ・シミ取り作用、美肌化・美白化作用、日
焼け防止効果、皮膚炎改善効果および経済性の観点から好ましく、０．０５～２質量％で
あるとより好ましい。
【０１５８】
　さらに、本発明に係るスキンケア用ローションには、抗菌成分として重金属イオンを含
有させるのが好ましい。かかる重金属イオンとしては、各種のものを用いることができる
が、銀イオン、亜鉛イオン、チタンイオン、あるいはそれらの内の１種、または２種以上
を混合してなるものであると、高いシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果、日焼け防
止効果、皮膚炎改善効果が得られるので好ましい。加えて、銀イオン、亜鉛イオン、チタ
ンイオンの複合金属イオンを用いると、シワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果、日焼
け防止効果、皮膚炎改善効果が一層良好なものとなるのでより好ましい。重金属イオンの
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含有量は、特に限定されないが、０．１～１０質量％含有させるのが好ましく、０．５～
５質量％含有させるのがより好ましい。重金属イオンの含有量が、上記した範囲を下回る
と、十分なシワ・シミ取り効果、美肌化・美白化効果、日焼け防止効果、皮膚炎改善効果
が得られないので好ましくなく、重金属イオンの含有量が、上記した範囲を上回ると、不
経済である上、却って皮膚の炎症を誘発してしまう虞れがあるので好ましくない。
【０１５９】
　なお、本発明に係るスキンケア用ローションの製造に当たっては、製造方法は特に限定
されるものではないが、必要に応じて、原料あるいは原料の混合液を、３０℃～１００℃
の温度範囲内で加熱するのが好ましい。
【０１６０】
［実施例Ｃ：スキンケア用ローションの実施例］
　以下、実施例によって本発明に係るスキンケア用ローションについてより詳細に説明す
るが、本発明のスキンケア用ローションは、かかる実施例の態様に何ら限定されるもので
はなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜変更することが可能である。また、実施
例における物性、特性の評価方法は以下の通りである。なお、下記の各官能評価において
は、被験者３名分の各評価結果の平均的な段階（○，△，×）を最終的な評価結果とした
。
【０１６１】
＜シワ取り・シミ取り効果＞
　各実施例および比較例で調製されたスキンケア用ローションを、以下の（１）～（４）
の方法で３名の被験者（いずれも５０代）に使用し、当該使用を一定期間（１週間）に亘
って繰り返した。
（１）所定量（約５．０ｇ）のスキンケア用ローションの顔面への塗布（手による塗布）
（２）皮膚への十分な擦り込み
（３）約１０時間に亘る保持
（４）市販の石鹸を用いた先願による除去
　そして、上記の如くスキンケア用ローションの使用を繰り返した後の各被験者の顔面の
皮膚の状態を、下記の４段階で官能評価した。
　○：目尻や額のシワや皮膚のシミに十分な軽減効果が見られる。
　△：目尻や額のシワや皮膚のシミに僅かな軽減効果が見られる。
　×：目尻や額のシワや皮膚のシミにほとんど軽減効果が見られない。
【０１６２】
＜美白効果＞
　各実施例および比較例で調製されたスキンケア用ローションの使用（上記（１）～（４
）の方法による使用）を一定期間に亘って繰り返した後の各被験者の顔面の皮膚の色の変
化を、下記の４段階で官能評価した。
　○：顔全体の皮膚に十分な白色化が認められる。
　△：顔全体の皮膚に僅かな白色化が認められる。
　×：顔全体の皮膚に白色化が認められない。
【０１６３】
＜日焼け防止効果＞
　各実施例および比較例で調製されたスキンケア用ローションを、所定量（約０．０４ｇ
／ｃｍ２）だけ顔面の一部（片側の頬）に塗布した後、所定時間（約５時間）に亘って顔
面を太陽光に曝し、しかる後、スキンケア用ローションを塗布した部分と塗布しなかった
部分とを目視して、日焼け状態を下記の３段階で官能評価した。
　○：スキンケア用ローションの塗布部分の日焼け状態と非塗布部分の日焼け状態とに明
確な差（色の違い）が見られた。
　△：スキンケア用ローションの塗布部分の日焼け状態と非塗布部分の日焼け状態とに若
干の差が見られた。
　×：スキンケア用ローションの塗布部分の日焼け状態と非塗布部分の日焼け状態とに差
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が見られなかった。
【０１６４】
＜皮膚炎の改善効果＞
　各実施例および比較例で調製されたスキンケア用ローションを、アトピー性皮膚炎の疾
患を有する治験者に対して、一定期間に亘って繰り返し使用した（約一週間に亘って１日
２回、炎症の激しい部分に十分に塗布した）。しかる後、アトピー性皮膚炎の改善状態を
、目視によって下記の４段階で官能評価した。
　○：患部の症状に著しい改善効果が見られた。
　△：患部の症状に若干の改善効果が見られた。
　×：患部の症状に改善効果が見られなかった。
【０１６５】
＜スキンケア用ローションの臭い＞
　上記の如きスキンケア用ローションの使用を一定期間に亘って繰り返した際に被験者が
感じた臭いを下記の３段階で官能評価した。
　○：特に悪臭を感じない。
　△：若干の悪臭を感じる。
　×：悪臭を感じる。
【０１６６】
＜溶液の均一性＞
　実施例、比較例で得られたスキンケア用ローションの組成物の均一性を、目視によって
下記の３段階で官能評価した。
　◎：均一性が高い。
　○：わずかに分離した物質が認められる。
　△：分離した物質が多く認められる。
【０１６７】
［実施例Ｃ－１］
＜スキンケア用ローションの調製＞
　下記の各成分を混合することによって、実施例Ｃ－１のスキンケア用ローションを得た
。すなわち、約８０℃に加熱した精製水中に、アミノ酸（Ｌ－システイン（塩酸塩）、Ｌ
－アルギニン、Ｌ－リジン（塩酸塩））を混合して攪拌する一方（溶液Ａ）、プロポリス
、ブチルグリコール、グリセリンを混合して攪拌した（溶液Ｂ）。しかる後、溶液Ａ，Ｂ
と植物エキスとフコイダンとを混合して攪拌し、混合液を約７０℃まで再加熱した後、常
温まで冷却し、ヒアルロン酸、香料、防腐剤を混合して攪拌することによって、実施例Ｃ
－１のスキンケア用ローションを得た。
＜スキンケア用ローションの成分＞
・プロポリス溶液（２０質量％抽出液（エタノール溶液））：１．０質量％（プロポリス
の純成分の濃度＝０．２質量％）
・ブチルグリコール：５．０質量％ 
・グリセリン：７９．８質量％
・香料：０．２質量％
・フコイダン（海藻エキス）：３．０質量％
・植物エキス（１．０質量％）
　・クララ葉エキス：０．２質量％
　・ショウガ根エキス：０．２質量％
　・センキュウエキス：０．２質量％
　・トウキエキス：０．２質量％
　・オタネニンジン根エキス：０．２質量％
・アミノ酸（２．１質量％）
　・Ｌ－システイン（塩酸塩）：０．７質量％
　・Ｌ－アルギニン： ０．７質量％
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　・Ｌ－リシン（塩酸塩）：０．７質量％
・ヒアルロン酸（高分子ヒアルロン酸とヒアルロン酸ナトリウムとを重量比１：１で混合
したもの）：３．０質量％
・防腐剤（０．１質量％）
　・メチルパラベン：０．０２５質量％
　・エチルパラベン：　０．０２５質量％
　・プロピルパラベン：０．０２５質量％
　・ブチルパラベン：０．０２５質量％
・精製水：残余量
【０１６８】
　しかる後、上記した方法で３名の被験者に対してスキンケア用ローションを使用し、上
記した「シワ取り・シミ取り効果」、「美白効果」、「日焼け防止効果」、「皮膚炎の改
善効果」および「スキンケア用ローションの臭い」の４項目について評価した。評価結果
をスキンケア用ローションの組成とともに表３に示す。
【０１６９】
［実施例Ｃ－２～Ｃ－４］
　スキンケア用ローションを調製する際に、添加するアミノ酸を、それぞれ、Ｌ－システ
インのみ、Ｌ－アルギニンのみ、Ｌ－リシン（塩酸塩）のみとするとともに、それらの混
合割合を３．０質量％に変更した（その変更に合わせて残余の精製水の量も変更した）以
外は、実施例Ｃ－１のスキンケア用ローションの調製と同様にして、実施例Ｃ－２～Ｃ－
４のスキンケア用ローションを調製した。そして、それらの実施例Ｃ－２～Ｃ－４のスキ
ンケア用ローションを、実施例Ｃ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ｃ
－１と同様に評価した。評価結果をスキンケア用ローションの組成とともに表３に示す。
【０１７０】
［実施例Ｃ－５～Ｃ－８］
　スキンケア用ローションを調製する際に、プロポリスの混合割合（プロポリスの純成分
の濃度）を、それぞれ、０．０２５質量％、０．２５質量％、０．５質量％、２．５質量
％に変更した（すなわち、プロポリスの純成分の濃度を、それぞれ、０．００５質量％、
０．０５質量％、０．１質量％、０．５質量％に変更し、その変更に合わせて残余の精製
水の量も変更した）以外は、実施例Ｃ－１のスキンケア用ローションの調製と同様にして
、実施例Ｃ－５～Ｃ－８のスキンケア用ローションを調製した。そして、それらの実施例
Ｃ－５～Ｃ－８のスキンケア用ローションを、実施例Ｃ－１と同様な方法で、被験者に使
用した後に、実施例Ｃ－１と同様に評価した。評価結果をスキンケア用ローションの組成
とともに表３に示す。
【０１７１】
［実施例Ｃ－９～Ｃ－１１］
　スキンケア用ローションを調製する際に、それぞれ、植物エキス、ヒアルロン酸、フコ
イダンを添加しなかった（それらの分だけ残余の精製水の量を増加させた）以外は、実施
例１のスキンケア用ローションの調製と同様にして、実施例Ｃ－９～Ｃ－１１のスキンケ
ア用ローションを調製した。そして、それらの実施例Ｃ－９～Ｃ－１１のスキンケア用ロ
ーションを、実施例Ｃ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ｃ－１と同様
に評価した。評価結果をスキンケア用ローションの組成とともに表３に示す。
【０１７２】
［実施例Ｃ－１２］
＜スキンケア用ローションの調製＞
　下記の各成分を混合することによって、実施例Ｃ－１２のスキンケア用ローションを得
た。
【０１７３】
＜スキンケア用ローションの成分＞
・プロポリス溶液（２０質量％抽出液（エタノール溶液））：１．０質量％（プロポリス
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の純成分の濃度＝０．２質量％）
・香料：０．１質量％
・分散剤：１．５質量％
・アミノ酸
　・Ｌ－アルギニン： ０．１質量％
　・Ｌ－リシン（塩酸塩）：０．１質量％
・改良型シスチン（すなわち、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチン）の水
溶液（シスチンの固形分濃度２．０％の水溶液）：５．０質量％
・ヒアルロン酸ナトリウム：１０．０質量％
・吸収型ヒアルロン酸（ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム）：３．０質量％
・フコイダン：２０．０質量％
・グリセリン：３０．０質量％
・防腐剤（エトキシジグリコール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパ
ラベン、ブチルパラベン、エチルパラベンの混合溶液）：０．１質量％
・キタサンガム：０．１質量％
・精製水：残余量
【０１７４】
　そして、得られた実施例Ｃ－１２のスキンケア用ローションを、実施例Ｃ－１と同様な
方法で、被験者に使用した後に、実施例Ｃ－１と同様に評価した。評価結果をスキンケア
用ローションの組成とともに表３に示す。
【０１７５】
［実施Ｃ－１３～Ｃ－１５］
　スキンケア用ローションを調製する際に、改良型シスチンの水溶液の混合割合を、それ
ぞれ、３．０質量％、７．０質量％、１０．０質量％に変更した（すなわち、改良型シス
チンの純成分の濃度を、それぞれ、０．０６質量％、０．１４質量％、０．２質量％に変
更した）以外は、実施例Ｃ－１２のスキンケア用ローションの調製と同様にして、実施例
Ｃ－１３～Ｃ－１５のスキンケア用ローションを調製した。そして、それらの実施例Ｃ－
１３～Ｃ－１５のスキンケア用ローションを、実施例Ｃ－１と同様な方法で、被験者に使
用した後に、実施例Ｃ－１と同様に評価した。評価結果をスキンケア用ローションの組成
とともに表３に示す。
【０１７６】
［実施例Ｃ－１６］
　スキンケア用ローションを調製する際に、改良型シスチンの水溶液の代わりにアセチル
システイン　０．３質量％を混合した以外は、実施例Ｃ－１２のスキンケア用ローション
の調製と同様にして、実施例Ｃ－１６のスキンケア用ローションを調製した。そして、そ
の実施例Ｃ－１６のスキンケア用ローションを、実施例Ｃ－１と同様な方法で、被験者に
使用した後に、実施例Ｃ－１と同様に評価した。評価結果をスキンケア用ローションの組
成とともに表３に示す。
【０１７７】
＜比較例Ｃ－１＞
　スキンケア用ローションを調製する際に、プロポリスを添加しなかった（その分だけ残
余の精製水の量を増加させた）以外は、実施例Ｃ－１のスキンケア用ローションの調製と
同様にして、比較例Ｃ－１のスキンケア用ローションを調製した。そして、その比較例Ｃ
－１のスキンケア用ローションを、実施例Ｃ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に
、実施例Ｃ－１と同様に評価した。評価結果をスキンケア用ローションの組成とともに表
３に示す。
【０１７８】
＜比較例Ｃ－２＞
　スキンケア用ローションを調製する際に、アミノ酸を添加しなかった（その分だけ残余
の精製水の量を増加させた）以外は、実施例Ｃ－１のスキンケア用ローションの調製と同



(33) JP 2015-214511 A 2015.12.3

様にして、比較例Ｃ－２のスキンケア用ローションを調製した。そして、その比較例Ｃ－
２のスキンケア用ローションを、実施例Ｃ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、
実施例Ｃ－１と同様に評価した。評価結果をスキンケア用ローションの組成とともに表３
に示す。
【０１７９】
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【表３】

【０１８０】
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　表３から、プロポリスおよびアミノ酸を含有する実施例Ｃ－１～Ｃ－１１のスキンケア
用ローションを被験者に使用した場合には、シワ取り・シミ取り効果、美白効果ともに良
好で、日焼け防止効果および皮膚炎の改善効果があり、その上、使用時にスキンケア用ロ
ーションの臭いが気にならないことが分かる。また、プロポリスおよび改良型シスチン（
あるいはアセチルシステイン）を含有する実施例Ｃ－１２～Ｃ－１６のスキンケア用ロー
ションを被験者に使用した場合にも、シワ取り・シミ取り効果、美白効果ともにきわめて
良好で、日焼け防止効果および皮膚炎の改善効果があり、その上、使用時にスキンケア用
ローションの臭いが気にならないことが分かる。これに対して、プロポリスあるいはアミ
ノ酸を含有していない比較例Ｃ－１，Ｃ－２のスキンケア用ローションを使用した場合に
は、良好なシワ取り・シミ取り効果、美白効果が得られなかったり、日焼け防止効果や皮
膚炎の改善効果が得られたかったりすることが分かる。
【０１８１】
［育毛剤の実施形態］
　本発明に係る育毛剤は、プロポリス、アミノ酸を含有することを特徴とするものである
。本発明に係る育毛剤には、プロポリスの固形分濃度が１０％～３０％の抽出溶液（エタ
ノール溶液等）を、０．０１～１５質量％含有させるのが好ましく、３．０～１０質量％
含有させるのがより好ましい（したがって、固形分濃度としては、０．００１質量％～４
．５質量％含有させるのが好ましく、０．３質量％～３．０質量％含有させるのがより好
ましい）。また、プロポリスの抽出溶液としては、固形分濃度が約２０％の抽出溶液を用
いるのが最も好ましい。プロポリスの添加量が、上記した範囲を下回ると（固形分濃度が
０．００１質量％を下回ると）、十分な育毛効果（発毛効果、養毛効果）が得られないの
で好ましくなく、プロポリスの添加量が、上記した範囲を上回ると（固形分濃度が４．５
質量％を上回ると）、不経済である上、皮膚に塗布した際のべとつき感が高くなったり、
育毛剤の臭いが不良となったりするので好ましくない。
【０１８２】
　また、本発明に係る育毛剤には、アミノ酸を含有させることが必要である。かかるアミ
ノ酸としては、アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン（あ
るいはシスチン）、グルタミン、グルタミン酸、グリシン、ヒスチジン、イソロイシン、
ロイシン、リシン（リジンとも称される）、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、
セリン、トレオニン、トリプトファン、チロシン、バリン、ギャバ（γ－アミノ酪酸）の
２１種類のアミノ酸の内のＬタイプのもの、あるいはそれらの塩酸塩、硫酸塩等の誘導体
等を用いることができるが、アルギニン、システイン（あるいはシスチン）、リシン、ト
レオニン、アスパラギン酸、ギャバ、あるいはそれらの誘導体の内の１種、または２種以
上を混合してなるものであると、少ない分量で、良好な育毛効果（発毛効果、養毛効果）
が得られるので好ましい。加えて、システイン、アルギニン、リシンを混合して用いると
、非常に高い育毛効果（発毛効果、養毛効果）が得られるので好ましい。また、本発明に
係る育毛剤においてプロポリスとともに用いるアミノ酸として、システイン（Ｌ－システ
イン）、アルギニン（Ｌ－アルギニン）、リシン（Ｌ－リシン）あるいはそれらの塩酸塩
（もしくはそれらの内の1種または２種以上の組み合わせ）を用いると、きわめて高い育
毛効果（発毛効果、養毛効果）が得られるので好ましい。
【０１８３】
　さらに、アミノ酸としてシスチンを用いる場合には、そのシスチンの内の少なくとも一
部（あるいは全部）を、上記した改良型シスチンとすると、育毛剤におけるシスチンの分
散性が良くなり、頭皮への“のり”が良好なものとなるので好ましい。かかる改良型シス
チンにおける白金（白金ナノコロイド））は、高い抗酸化作用を発揮し、プロポリスおよ
びシスチン（あるいはその他のアミノ酸）との相互作用によって、育毛効果に寄与する。
【０１８４】
　また、改良型シスチンを用いる場合には、当該シスチンの含有量は、特に限定されない
が、固形分換算で０．００５～５質量％含有させるのが好ましく、０．０１～２質量％含
有させるのがより好ましい。改良型シスチンの含有量が、０．００５質量％を下回ると、



(36) JP 2015-214511 A 2015.12.3

10

20

30

40

50

十分な育毛効果が得られないので好ましくなく、改良型シスチンの含有量が、５質量％を
上回ると、不経済である上、頭皮への刺激を強くしてしまう虞れがあるので好ましくない
。
【０１８５】
　また、改良型シスチンを用いる場合には、当該シスチンの含有量を、プロポリスの添加
量に対して１０％～２００％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると、より高い抗酸
化作用を発揮し、プロポリスとの相互作用によって、頭髪の損傷防止効果がきわめて良好
なものとなるので好ましく、３０％～１７０％の範囲内に調整するとより好ましく、５０
％～１４０％の範囲内に調整すると特に好ましい。
【０１８６】
　さらに、改良型シスチンを用いる場合には、シスチンに対する白金（白金ナノコロイド
）の添加量を０．０１％～１．０％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると、育毛剤
中でのシスチンの分散性が良好なものとなるので好ましく、０．１％～０．５％の範囲内
に調整するとより好ましく、０．２％～０．３％の範囲内に調整すると特に好ましい。加
えて、改良型シスチンを用いる場合には、加水分解ケラチンに対するシスチンの含有量を
１％～５０％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると、育毛剤中でのシスチンの分散
性が良好なものとなるので好ましく、３％～２５％の範囲内に調整するとより好ましく、
５％～１０％の範囲内に調整すると特に好ましい。さらに、改良型シスチンを用いる場合
には、当該シスチンを、固形分濃度が１～５質量％の水溶液として用いるのが好ましく、
固形分濃度が２質量％の水溶液として用いるのが最も好ましい。
【０１８７】
　また、育毛剤に含有させるアミノ酸として、アセチルシステイン（Ｎ－アセチルシステ
イン（N-acetyl-L-cystein）)、Ｎ，Ｎ’－ビスアセチルシスチン（Ｎ，Ｎ’－ジアセチ
ルシスチン（N,N'-diacetyl-L-cystine）)、Ｎ－アセチルシスチン（N-acetyl-L-cystine
）、システイン酸（cysteic-acid）を用いることもでき、その中でも、アセチルシステイ
ンを用いると、少ない分量で非常に効率的に育毛効果を発現させることが可能となるので
好ましい。
【０１８８】
　本発明に係る育毛剤には、上記したアミノ酸（あるいはその誘導体）を、全体として、
０．０５～１０質量％含有させるのが好ましく、０．１～５質量％含有させるのがより好
ましい。アミノ酸またはその誘導体の含有量が、上記した範囲を下回ると、プロポリスと
の相乗作用が得られず、十分な育毛効果（発毛効果、養毛効果）が得られないので好まし
くなく、アミノ酸またはその誘導体の含有量が、上記した範囲を上回ると、不経済である
上、肌への刺激を強くしてしまう虞れがあるので好ましくない。
【０１８９】
　一方、本発明に係る育毛剤におけるアミノ酸に対するプロポリス（純成分）の添加比率
は、特に限定されないが、当該添加比率が０．１％以上１００％未満であると、プロポリ
スとアミノ酸との相乗作用によって、より高い育毛効果（発毛効果、養毛効果）が得られ
るので好ましく、５％～５０％であると一層好ましく、１０％～３０％であると特に好ま
しい。
【０１９０】
　さらに、本発明に係る育毛剤には、必須成分であるプロポリス、アミノ酸の他に、通常
育毛剤に用いられる成分、たとえば、油性成分、合成系あるいは天然物の系界面活性剤、
保湿剤、増粘剤、防腐・殺菌剤、粉体成分、紫外線吸収剤、抗酸化剤、色素、香料等を、
必要に応じて適宜配合することができる。加えて、本発明に係る育毛剤には、必要に応じ
て、各種のアルコールや発酵アルコール、グリコール類（ブチルグリコール等）、植物か
ら抽出したエキス、防腐剤、香料、粘度調整剤、ＰＨ調整剤等を添加することも可能であ
る。
【０１９１】
　なお、油性成分、界面活性剤、乳化剤や乳化助剤、保湿剤、増粘剤、防腐・殺菌剤、粉
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体成分、紫外線吸収剤、抗酸化剤としては、上記した本発明に係る化粧料、スキンケア用
ローションに利用可能なものと同様のものを用いることができる。
【０１９２】
　さらに、本発明に係る育毛剤には、必要に応じて、ヒアルロン酸（特に吸収型ヒアルロ
ン酸、たとえば、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム）等の保湿剤（水分調整
剤）等を添加することも可能である。なお、本発明に係る育毛剤にヒアルロン酸を添加す
る場合には、その添加量は特に限定されないが、０．００５～５質量％であると、皮膚の
保湿性および経済性の観点から好ましく、０．０５～２質量％であるとより好ましい。
【０１９３】
　加えて、本発明に係る育毛剤に、フコイダンを添加すると、抗菌作用によって育毛効果
（発毛効果、養毛効果）が一段と良好なものとなるので好ましい。フコイダンの添加量は
、特に限定されないが、０．００５～５質量％であると、育毛作用（発毛作用、養毛作用
）および経済性の観点から好ましく、０．０５～２質量％であるとより好ましい。
【０１９４】
　なお、本発明に係る育毛剤の製造に当たっては、製造方法は特に限定されるものではな
いが、必要に応じて、原料あるいは原料の混合液を、３０℃～１００℃の温度範囲内で加
熱するのが好ましい。
【０１９５】
［実施例Ｄ：育毛剤の実施例］
　以下、実施例によって本発明に係る育毛剤についてより詳細に説明するが、本発明の育
毛剤は、かかる実施例の態様に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない
範囲で、適宜変更することが可能である。また、実施例における物性、特性の評価方法は
以下の通りである。なお、下記の各官能評価においては、被験者３名分の各評価結果の平
均的な段階（◎，○，△，×）を最終的な評価結果とした。
【０１９６】
＜育毛効果＞
　各実施例および比較例で調製された育毛剤を、以下の（１）～（４）の方法で３名の被
験者（いずれも５０代男性）に使用し、当該使用を一定期間（１週間）に亘って繰り返し
た。
（１）毛髪を洗髪して乾燥後に、所定の量（約５．０ｇ）の育毛剤を頭皮へ塗布（手によ
る塗布）
（２）毛髪剤の頭皮への十分な擦り込み
（３）約２４時間に亘る保持
　そして、上記の如く育毛剤の使用を繰り返した後の各被験者の毛髪の状態を、下記の３
段階で官能評価した。
　○：抜け毛が減少し、毛髪が増加した。
　△：抜け毛が若干減少し、毛髪が若干増加した。
　×：抜け毛の減少、毛髪の増加を認識できない。
【０１９７】
＜皮膚への刺激＞
　上記の如き育毛剤の使用を一定期間に亘って繰り返した際における各被験者の皮膚への
刺激を、下記の４段階で官能評価した。
　○：頭皮に刺激を感じない。
　△：わずかに刺激を感じる。
　×：強い刺激を感じる。
【０１９８】
＜育毛剤の臭い＞
　上記の如き育毛剤の使用を一定期間に亘って繰り返した際に被験者が感じた臭いを下記
の３段階で官能評価した。
　○：特に悪臭を感じない。
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　△：若干の悪臭を感じる。
　×：悪臭を感じる。
【０１９９】
＜溶液の均一性＞
　実施例、比較例で得られた育毛剤の溶液の均一性を、目視によって下記の３段階で官能
評価した。
　◎：沈殿物がまったくない。
　○：若干の沈殿物が認められる。
　△：多くの沈殿物が認められる。
【０２００】
［実施例Ｄ－１］
＜育毛剤の調製＞
　下記の各成分を混合することによって、実施例Ｄ－１の育毛剤を得た。
【０２０１】
＜育毛剤の成分＞
・プロポリス溶液（２０質量％抽出液（エタノール溶液））：０．２５質量％（プロポリ
スの純成分の濃度＝０．０５質量％）
・香料：０．０５質量％
・分散剤：０．５質量％
・改良型シスチン（すなわち、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチン）の水
溶液（シスチンの固形分濃度２．０％の水溶液）：３．０質量％
・アミノ酸
　・Ｌ－アルギニン： ０．１質量％
　・Ｌ－リシン（塩酸塩）：０．１質量％
・ヒアルロン酸ナトリウム：５．０質量％
・吸収型ヒアルロン酸（ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム）：１．５質量％
・フコイダン：２．５質量％
・グリセリン：２．５質量％
・防腐剤（エトキシジグリコール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパ
ラベン、ブチルパラベン、エチルパラベンの混合溶液）：０．３質量％
・精製水：残余量
【０２０２】
　しかる後、上記した方法で３名の被験者に一定期間（１週間）に亘って育毛剤を使用し
、上記した「育毛効果」、「皮膚への刺激」および「育毛剤の臭い」の３項目について評
価した。評価結果を育毛剤の組成とともに表４に示す。
【０２０３】
［実施例Ｄ－２～Ｄ－４］
　育毛剤を調製する際に、改良型シスチンの水溶液の混合割合を、それぞれ、１．０質量
％、２．０質量％、４．０質量％に変更した（すなわち、改良型シスチンの純成分の濃度
を、それぞれ、０．０２質量％、０．０４質量％、０．０８質量％に変更した）以外は、
実施例Ｄ－１の育毛剤の調製と同様にして、実施例Ｄ－２～Ｄ－４の育毛剤を調製した。
そして、それらの実施例Ｄ－２～Ｄ－４の育毛剤を、実施例Ｄ－１と同様な方法で、被験
者に使用した後に、実施例Ｄ－１と同様に評価した。評価結果を育毛剤の組成とともに表
４に示す。
【０２０４】
［実施例Ｄ－５］
　育毛剤を調製する際に、改良型シスチンの水溶液の代わりにシステイン　０．０５質量
％を混合した以外は、実施例Ｄ－１の育毛剤の調製と同様にして、実施例Ｄ－５の育毛剤
を調製した。そして、その実施例Ｄ－５の育毛剤を、実施例Ｄ－１と同様な方法で、被験
者に使用した後に、実施例Ｄ－１と同様に評価した。評価結果を育毛剤の組成とともに表
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【０２０５】
［実施例Ｄ－６］
　育毛剤を調製する際に、改良型シスチンの水溶液の代わりにアセチルシステイン　０．
１質量％を混合した以外は、実施例Ｄ－１の育毛剤の調製と同様にして、実施例Ｄ－６の
育毛剤を調製した。そして、その実施例Ｄ－６の育毛剤を、実施例Ｄ－１と同様な方法で
、被験者に使用した後に、実施例Ｄ－１と同様に評価した。評価結果を育毛剤の組成とと
もに表４に示す。
【０２０６】
＜比較例Ｄ－１＞
　育毛剤を調製する際に、プロポリスを添加しなかった以外は、実施例Ｄ－１の育毛剤の
調製と同様にして、比較例Ｄ－１の育毛剤を調製した。そして、その比較例Ｄ－１の育毛
剤を、実施例Ｄ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ｄ－１と同様に評価
した。評価結果を育毛剤の組成とともに表４に示す。
【０２０７】
＜比較例Ｄ－２＞
　育毛剤を調製する際に、アミノ酸を添加しなかった以外は、実施例Ｄ－１の育毛剤の調
製と同様にして、比較例Ｄ－３の育毛剤を調製した。そして、その比較例Ｄ－３の育毛剤
を、実施例Ｄ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ｄ－１と同様に評価し
た。評価結果を育毛剤の組成とともに表４に示す。
【０２０８】
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【表４】

【０２０９】
　表４から、プロポリスおよびアミノ酸（改良型シスチン、システイン、アセチルシステ
イン）を含有する実施例Ｄ－１～Ｄ－６の育毛剤を一定期間に亘って被験者に使用した場
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合には、育毛効果が良好で、皮膚への刺激が少なく、使用時に育毛剤の臭いが気にならな
いことが分かる。これに対して、プロポリス、アミノ酸の内のいずれかを含有していない
比較例１，２の育毛剤を一定期間に亘って使用した場合には、良好な育毛効果が得られな
かったり、皮膚への刺激があったり、使用時に悪臭を感じたりすることが分かる。
【０２１０】
［パーマ液及び頭髪用調整剤の実施形態］
　以下、本発明に係るパーマ液及び頭髪用調整剤の実施形態について詳細に説明する。本
発明に係るパーマ液及び頭髪用調整剤は、プロポリス、及び、改良型シスチンあるいはア
セチルシステインを含有することを特徴とするものである。本発明に係るパーマ液には、
このプロポリスの固形分濃度が１０％～３０％の抽出溶液（エタノール溶液等）を、０．
０１～１５質量％含有させるのが好ましく、３．０～１０質量％含有させるのがより好ま
しい（したがって、固形分濃度としては、０．００１質量％～４．５質量％含有させるの
が好ましく、０．３質量％～３．０質量％含有させるのがより好ましい）。また、プロポ
リスの抽出溶液としては、固形分濃度が約２０％の抽出溶液を用いるのが最も好ましい。
プロポリスの添加量が、上記した範囲を下回ると（固形分濃度が０．００１質量％を下回
ると）、十分な頭髪の損傷防止効果、艶、ハリや潤いの付与効果が得られないので好まし
くなく、プロポリスの添加量が、上記した範囲を上回ると（固形分濃度が４．５質量％を
上回ると）、不経済である上、頭髪のべとつき感が高くなり、頭髪の洗浄が困難となった
り、パーマ液の臭いが不良となったりするので好ましくない。
【０２１１】
　また、本発明に係るパーマ液及び頭髪用調整剤には、プロポリスの固形分濃度が１０％
～３０％の抽出溶液を、０．０１～１０質量％含有させるのが好ましく、１．０～５質量
％含有させるのがより好ましい（したがって、固形分濃度としては、０．００１質量％～
３．０質量％含有させるのが好ましく、０．１質量％～１．５質量％含有させるのがより
好ましい）。また、プロポリスの抽出溶液としては、固形分濃度が約２０％の抽出溶液（
エタノール溶液等）を用いるのが最も好ましい。プロポリスの添加量が、上記した範囲を
下回ると（固形分濃度が０．００１質量％を下回ると）、十分な頭髪の損傷防止効果、艶
、ハリや潤いの付与効果が得られないので好ましくなく、プロポリスの添加量が、上記し
た範囲を上回ると（固形分濃度が３．０質量％を上回ると）、不経済である上、頭髪のべ
とつき感が高くなり、頭髪の洗浄が困難となるので好ましくない。
【０２１２】
　また、本発明に係るパーマ液及び頭髪用調整剤には、必要に応じて改良型シスチン以外
のアミノ酸もしくはその誘導体を含有させることができる。アミノ酸もしくはその誘導体
としては、アラニン、アルギニン、アスパラギン、アスパラギン酸、システイン（あるい
はシスチン）、グルタミン、グルタミン酸、あるいはそれらの塩酸塩、硫酸塩等の誘導体
等を用いることができるが、アルギニン、システイン、リシン（あるいはリジン）、トレ
オニン、トリプトファンの内の１種、または２種以上を混合してなるものであると、少な
い分量で、頭髪に効率的に艶、ハリや潤いを付与することが可能となるので好ましい。加
えて、スレオニン、システイン、アルギニンを混合して用いると、頭髪に非常に効率的に
艶、ハリや潤いを付与することができるのでより好ましい。また、本発明に係るパーマ液
においてプロポリスとともに用いるアミノ酸として、システイン（Ｌ－システイン）、ア
ルギニン（Ｌ－アルギニン）、あるいはそれらの塩酸塩（もしくはそれらの内の１種また
は２種以上の組み合わせ）を用いると、頭髪にきわめて効率的に艶、ハリや潤いを付与す
ることができるのでより好ましい。
【０２１３】
　さらに、プロポリスとともに改良型シスチンを用いると、パーマ液あるいは頭髪用調整
剤におけるシスチンの分散性が良くなり、頭皮への“のり”が良好なものとなるので好ま
しい。改良型シスチンにおける白金（白金ナノコロイド））は、高い抗酸化作用を発揮し
、プロポリスおよびシスチン（あるいはその他のアミノ酸）との相互作用によって、頭髪
の損傷防止効果に寄与する。
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【０２１４】
　また、改良型シスチンの含有量は、特に限定されないが、固形分換算で０．００５～５
質量％含有させるのが好ましく、０．０１～２質量％含有させるのがより好ましい。改良
型シスチンの含有量が、０．００５質量％を下回ると、十分な頭髪の損傷防止効果が得ら
れないので好ましくなく、改良型シスチンの含有量が、５質量％を上回ると、不経済であ
る上、頭皮への刺激を強くしてしまう虞れがあるので好ましくない。
【０２１５】
　また、改良型シスチンの含有量を、プロポリスの添加量に対して０．５％～５０％（固
形分換算重量比）の範囲内に調整すると、より高い抗酸化作用を発揮し、プロポリスとの
相互作用によって、頭髪の損傷防止効果がきわめて良好なものとなるので好ましく、１％
～３０％の範囲内に調整するとより好ましく、３％～１０％の範囲内に調整すると特に好
ましい。
【０２１６】
　さらに、改良型シスチンに対する白金（白金ナノコロイド）の添加量を０．０１％～１
．０％（固形分換算重量比）の範囲内に調整すると、パーマ液あるいは頭髪用調整剤中で
のシスチンの分散性が良好なものとなるので好ましく、０．１％～０．５％の範囲内に調
整するとより好ましく、０．２％～０．３％の範囲内に調整すると特に好ましい。加えて
、加水分解ケラチンに対する改良型シスチンの含有量を１％～５０％（固形分換算重量比
）の範囲内に調整すると、パーマ液あるいは頭髪用調整剤中でのシスチンの分散性が良好
なものとなるので好ましく、３％～２５％の範囲内に調整するとより好ましく、５％～１
０％の範囲内に調整すると特に好ましい。さらに、改良型シスチンを、固形分濃度が１～
５質量％の水溶液として用いるのが好ましく、固形分濃度が２質量％の水溶液として用い
るのが最も好ましい。
【０２１７】
　また、改良型シスチンとともに（あるいは改良型シスチンの代わりに）パーマ液あるい
は頭髪用調整剤に含有させるアミノ酸として、アセチルシステイン（Ｎ－アセチルシステ
イン（N-acetyl-L-cystein）)、Ｎ，Ｎ’－ビスアセチルシスチン（Ｎ，Ｎ’－ジアセチ
ルシスチン（N,N'-diacetyl-L-cystine）)、Ｎ－アセチルシスチン（N-acetyl-L-cystine
）、システイン酸（cysteic-acid）を用いることもでき、その中でも、アセチルシステイ
ンを用いると、少ない分量で非常に効率的に毛髪へ艶、ハリや潤いを付与することが可能
となるので好ましい。
【０２１８】
　本発明に係るパーマ液には、上記したアミノ酸またはその誘導体を、全体として、０．
０５～１０質量％含有させるのが好ましく、０．１～５質量％含有させるのがより好まし
い。アミノ酸またはその誘導体の含有量が、上記した範囲を下回ると、プロポリスとの相
乗作用が得られず、十分な頭髪の損傷防止効果、艶、ハリや潤いの付与効果が得られない
ので好ましくなく、アミノ酸またはその誘導体の含有量が、上記した範囲を上回ると、不
経済である上、頭髪の損傷を助長してしまう虞れがあるので好ましくない。
【０２１９】
　また、本発明に係る頭髪用調整剤には、上記したアミノ酸またはその誘導体を、０．３
～１５質量％含有させるのが好ましく、０．５～７質量％含有させるのがより好ましい。
アミノ酸またはその誘導体の含有量が、上記した範囲を下回ると、プロポリスとの相乗作
用が得られず、十分な頭髪の損傷防止効果、艶、ハリや潤いの付与効果が得られないので
好ましくなく、アミノ酸またはその誘導体の含有量が、上記した範囲を上回ると、不経済
である上、頭髪の損傷を助長してしまう虞れがあるので好ましくない。
【０２２０】
　一方、本発明に係るパーマ液におけるアミノ酸に対するプロポリスの添加比率は、特に
限定されないが、当該添加比率が０．５～２，０００％であると、プロポリスとアミノ酸
との相乗作用によって、非常に良好な頭髪の損傷防止効果、艶、ハリや潤いの付与効果が
得られるので好ましく、２０～５００％であるとより好ましい。
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【０２２１】
　また、本発明に係る頭髪用調整剤におけるアミノ酸に対するプロポリスの添加比率は、
特に限定されないが、当該添加比率が０．５～２，０００％であると、プロポリスとアミ
ノ酸との相乗作用によって、パーマネントのかかりが良好となる上、良好な頭髪の損傷防
止効果、艶、ハリや潤いの付与効果が得られるので好ましく、１００～５００％であると
より好ましい。
【０２２２】
　また、本発明に係るパーマ液及び頭髪用調整剤には、尿素を含有させる必要がある。す
なわち、本発明に係るパーマ液には、尿素を、０．５～２０質量％含有させることが必要
であり、１～１０質量％含有させるのがより好ましく、３～７質量％含有させるのが特に
好ましい。尿素の含有量が、０．５質量％を下回ると、プロポリスとの相乗作用が得られ
ず、十分な頭髪の損傷防止効果、艶、ハリや潤いの付与効果が得られないので好ましくな
く、尿素の含有量が、２０質量％を上回ると、不経済である上、頭髪の損傷を助長してし
まう虞れがあるので好ましくない。
【０２２３】
　さらに、本発明に係るパーマ液及び頭髪用調整剤に、フコイダン（硫酸多糖の一種であ
り、昆布、ワカメ等の褐藻類の粘質物に多く含まれる食物繊維）を添加すると、頭髪に非
常に効率的に艶、ハリや潤いを付与することができるのでより好ましい。フコイダンの添
加量は、特に限定されないが、本発明に係るパーマ液には、０．１～１５質量％含有させ
るのが好ましく、１～６質量％含有させるのがより好ましい。フコイダンの含有量が、０
．１質量％を下回ると、プロポリスとの相乗作用が得られず、十分な頭髪の損傷防止効果
、艶、ハリや潤いの付与効果が得られないので好ましくなく、フコイダンの含有量が、１
５質量％を上回ると、不経済である上、処理後の頭髪の仕上がりがべとついた感じになる
ので好ましくない。
【０２２４】
　さらに、本発明に係るパーマ液及び頭髪用調整剤には、必要に応じて、各種のアルコー
ルや発酵アルコール、グリコール類（ブチルグリコール等）、植物から抽出したエキス、
防腐剤、香料、粘度調整剤、ＰＨ調整剤等を添加することも可能である。さらに、本発明
に係るパーマ液及び頭髪用調整剤には、必要に応じて、ヒアルロン酸（特に高分子ヒアル
ロン酸）等の保湿剤（水分調整剤）等を添加することも可能である。なお、本発明に係る
パーマ液及び頭髪用調整剤にヒアルロン酸を添加する場合には、その添加量は特に限定さ
れないが、０．００５～５質量％であると、頭髪の保湿性および経済性の観点から好まし
く、０．０５～２質量％であるとより好ましい。
【０２２５】
　さらに、本発明に係るパーマ液には、パーマネントのかかり度合いをより良好なものと
するために、必要に応じて、イソプロパノールアミンやトリエタノールアミン等のアミン
類を添加することも可能であるが、トリエタノールアミンを用いると、皮膚への刺激が少
ない状態を保持できるのでより好ましい。また、トリエタノールアミンの代わりに、ＡＭ
ＰＤ（２－アミノ－２－メチル－１，３－プロパンジオール）を用いることも可能である
。アミン類やＡＭＰＤの添加量は、特に限定されるものではないが、１～１０質量％であ
ると、皮膚への刺激が少ないものとなるので好ましい。加えて、本発明に係るパーマ液に
は、各種のシャンプー（所謂、プロテクトシャンプー等）を添加することも可能である。
【０２２６】
　さらに、本発明に係る頭髪用調整剤は、パーマ液、ヘアカラーリング剤、ブリーチ剤、
シャンプー、トリートメント、コンディショナー等の各種の頭髪処理剤に添加することが
可能である。なお、本発明に係る頭髪用調整剤の頭髪処理剤への添加量は、特に限定され
ないが、当該添加量が１～４０質量％であると好ましく、５～２０質量％であるとより好
ましい。頭髪用調整剤の頭髪処理剤への添加量が、上記した範囲を下回ると、十分な頭髪
の損傷防止効果、艶、ハリや潤いの付与効果が得られないので好ましくなく、頭髪用調整
剤の頭髪処理剤への添加量が、上記した範囲を上回ると、不経済である上、頭髪のべとつ
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き感が高くなり、頭髪の洗浄が困難となるので好ましくない。
【０２２７】
　また、本発明に係るパーマ液を用いて、頭髪にパーマネント処理を施す方法は、特に限
定されず、１００℃前後の加熱を伴うデジタルパーマや、１８０℃前後に加熱させたアイ
ロンを用いるストレートパーマの他に、エアーウェーブ、クリープパーマ、アクアパーマ
、水パーマ（モイストパーマ）、システムキュール等の各種の方法を用いることが可能で
ある。
【０２２８】
　なお、本発明に係るパーマ液及び頭髪用調整剤の製造に当たっては、製造方法は特に限
定されるものではないが、必要に応じて、原料あるいは原料の混合液を、３０℃～１００
℃の温度範囲内で加熱するのが好ましい。
【０２２９】
［実施例Ｅ，Ｆ：パーマ液及び頭髪用調整剤の実施例］
　以下、実施例によって本発明に係るパーマ液及び頭髪用調整剤についてより詳細に説明
するが、本発明は、かかる実施例の態様に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲で、適宜変更することが可能である。また、実施例における物性、特性の
評価方法は以下の通りである。なお、下記の各官能評価においては、被験者３名分の各評
価結果の平均的な段階（◎，○，△，×）を最終的な評価結果とした。
【０２３０】
＜頭髪の損傷度合い＞
　被験者３名の頭髪に後述する方法でパーマをかけ、パーマ後の頭髪の損傷状態を、美容
師によって下記の４段階で官能評価した。
　◎：キューティクルの剥離、枝毛、切れ毛等の頭髪の損傷が一切見られず、頭髪に十分
な艶、ハリや潤いがある。
　○：キューティクルの剥離、枝毛、切れ毛等の頭髪の損傷がほとんど見られず、頭髪に
艶、ハリや潤いがある。
　△：キューティクルの剥離、枝毛、切れ毛等の頭髪の損傷が散見され、頭髪に艶、ハリ
や潤いがあまりない。
　×：キューティクルの剥離、枝毛、切れ毛等の頭髪の損傷が多数見られ、頭髪に艶、ハ
リや潤いがほとんどない。
【０２３１】
＜頭髪の脱色状態＞
　被験者３名の頭髪に後述する方法でパーマをかけ、パーマ後の頭髪の脱色状態を、美容
師によって下記の３段階で官能評価した。
　○：頭髪に脱色部分が見られない。
　△：頭髪に脱色部分が散見される。
　×：頭髪に脱色部分が多数見られる。
【０２３２】
＜パーマのかかり度合い＞
　被験者３名のパーマ後の頭髪のリッジ（ウェーブ）の状態を、美容師によって下記の３
段階で官能評価した。
　◎：パーマのかかり具合がきわめて良好である。
　○：十分にパーマがかかっている。
　△：パーマのかかり度合いが弱い。
　×：パーマのかかり度合いが非常に弱い。
【０２３３】
＜皮膚への刺激＞
　被験者３名の頭髪にパーマネントを施した際に、被験者が感じた皮膚への刺激を下記の
３段階で官能評価した。
　○：刺激をほとんど感じない。
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　△：わずかに刺激を感じる。
　×：痛みを感じる。
【０２３４】
＜パーマ液の臭い＞
　被験者へパーマネントを施したパーマ液の臭いを下記の３段階で官能評価した。
　◎：全く悪臭を感じない。
　○：特に悪臭と感じない。
　△：若干の悪臭を感じる。
　×：悪臭を感じる。
【０２３５】
＜染毛後の状態＞
　被験者３名の頭髪を後述する方法によって染毛剤で染毛した後に、染毛後の頭髪の状態
を、美容師によって下記の３段階で官能評価した。
　○：キューティクルの剥離、枝毛、切れ毛等の頭髪の損傷が見られず、頭髪に艶、ハリ
や潤いがある。
　△：キューティクルの剥離、枝毛、切れ毛等の頭髪の損傷が散見され、頭髪に艶、ハリ
や潤いがあまり見られない。
　×：キューティクルの剥離、枝毛、切れ毛等の頭髪の損傷が多数見られ、頭髪に艶、ハ
リや潤いがほとんどない。
【０２３６】
＜染毛斑＞
　被験者３名の頭髪を染毛剤で染毛した後に、染毛後の頭髪の毛染め状態を、美容師によ
って下記の３段階で官能評価した。
　○：染め斑がなく、きれいに均一に染められている。
　△：わずかに染め斑が認められる。
　×：染め斑が多数見られる。
【０２３７】
＜溶液の均一性＞
　実施例、比較例で得られたパーマ液、頭髪用調整剤の溶液の均一性を、目視によって下
記の３段階で官能評価した。
　◎：沈殿物がまったくない。
　○：若干の沈殿物が認められる。
　△：多くの沈殿物が認められる。
【０２３８】
［実施例Ｅ－１］
＜パーマ液の調製＞
　下記の各成分を混合することによって、実施例Ｅ－１のパーマ液を得た。
【０２３９】
＜パーマ液の成分＞
・改良型シスチン（すなわち、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチン）の水
溶液（シスチンの固形分濃度２．０％の水溶液）：３．０質量％
・アミノ酸
　・Ｌ－アルギニン： ０．１質量％
　・Ｌ－リシン（塩酸塩）：０．１質量％
・アミゾール：２．０質量％
・ヒアルロン酸ナトリウム：３．０質量％
・グルタミン酸系アミノ酸： ４．０質量％
・グリセリン：５．０質量％
・分散剤：６．０質量％
・プロポリス溶液（２０質量％抽出液（エタノール溶液））：５．０質量％（プロポリス
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の純成分の濃度＝１．０質量％）
・香料：０．２質量％
・防腐剤（エトキシジグリコール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパ
ラベン、ブチルパラベン、エチルパラベンの混合溶液）：０．２質量％
・アカデミアン油：３．０質量％
・精製水：残余量
【０２４０】
　しかる後、調製された実施例Ｅ－１のパーマ液を、頭髪に付着させた後、洗髪すること
なくそのままドライヤーによるブロー、及びアイロンや加熱ロッドで約８０℃の熱を加え
ながら髪型を整えることによって、頭髪に恒常的な形状を付与した。しかる後、頭髪を市
販のシャンプーにて洗浄し、ドライヤーで約８０℃の熱を加えて頭髪を乾燥させた後に、
上記した評価基準で、パーマネント後の状態、パーマのかかり度合い、頭髪への刺激、頭
髪の脱色状態等を評価した。評価結果をパーマ液の組成とともに表５に示す。
【０２４１】
［実施例Ｅ－２～Ｅ－４］
　パーマ液を調製する際に、改良型シスチンの水溶液の混合割合を、それぞれ、１．０質
量％、５．０質量％、７．０質量％に変更した（すなわち、改良型シスチンの純成分の濃
度を、それぞれ、０．０２質量％、０．１質量％、０．１４質量％に変更した）以外は、
実施例Ｅ－１のパーマ液の調製と同様にして、実施例Ｅ－２～Ｅ－４のパーマ液を調製し
た。そして、それらの実施例Ｅ－２～Ｅ－４のパーマ液を、実施例Ｅ－１と同様な方法で
、被験者に使用した後に、実施例Ｅ－１と同様に評価した。評価結果をパーマ液の組成と
ともに表５に示す。
【０２４２】
［実施例Ｅ－５］
　パーマ液を調製する際に、改良型シスチンの水溶液の代わりにアセチルシステイン　０
．３質量％を混合した以外は、実施例Ｅ－１のパーマ液の調製と同様にして、実施例Ｅ－
５のパーマ液を調製した。そして、その実施例Ｅ－５のパーマ液を、実施例Ｅ－１と同様
な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ｅ－１と同様に評価した。評価結果をパーマ液
の組成とともに表５に示す。
【０２４３】
［比較例Ｅ－１］
＜パーマ液の調製＞
　第一剤として、以下の組成の液を調製した。
・Ｌ－システイン塩酸塩： ４．８５質量％
・Ｎ－アセチル－Ｌ－システイン： ２．３５質量％
・イソプロパノールアミン：２．５０質量％
・炭酸ナトリウム：２．５０質量％
・Ｌ－アルギニン：０．１０質量％
・エデト酸三ナトリウム：０．１０質量％
・モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン（20E.O.）：１．２０質量％
・香料：０．８０質量％
・ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン：２．０２質量％
・精製水：残余量
【０２４４】
　また、第二剤として、以下の組成の液を調製した。
・臭素酸ナトリウム：４．００質量％
・リン酸一水素ナトリウム：０．１０質量％
・リン酸二水素ナトリウム：０．１０質量％
・ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン：０．５０質量％
・安息香酸ナトリウム：０．３０質量％
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・モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン（20E.O.）：０．３０質量％
・香料：０．２０質量％
・アミノエチルプロピルシロキサン・ジメチルシロキサン ：０．１０質量％
・.ポリオキシエチレンラウリルエーテル：０．０１質量％
・精製水：残余量
【０２４５】
　そして、調製された第一剤を、実施例１と同様な方法で、被験者の頭髪に付着させて頭
髪を加熱した後、調製された第二剤を、被験者の頭髪に付着させた後に頭髪を洗浄して乾
燥させた。そして、実施例Ｅ－１と同様な評価基準で、パーマネント後の状態を評価した
。評価結果をパーマ液の組成とともに表５に示す。
【０２４６】
＜比較例Ｅ－２＞
　パーマ液を調製する際に、プロポリスを混合しなかった（当該変更に合わせて精製水の
混合割合も変更した）。そして、それ以外は、実施例Ｅ－１と同様にして、比較例Ｅ－２
のパーマ液を得た。しかる後、調製された比較例Ｅ－２のパーマ液を用いて、実施例Ｅ－
１と同様な方法で頭髪にパーマネントを施し、頭髪を洗浄した後に乾燥させた。そして、
上記した評価基準で、パーマネント後の状態、パーマのかかり度合い、頭髪への刺激、頭
髪の脱色状態等を評価した。評価結果をパーマ液の組成とともに表５に示す。
【０２４７】
＜比較例Ｅ－３＞
　パーマ液を調製する際に、改良型シスチンの代わりにシステイン　０．３質量％を混合
した以外は、実施例Ｅ－１と同様にして、比較例Ｅ－３のパーマ液を得た。しかる後、調
製された比較例Ｅ－３のパーマ液を用いて、実施例Ｅ－１と同様な方法で頭髪にパーマネ
ントを施し、頭髪を洗浄した後に乾燥させた。そして、上記した評価基準で、パーマネン
ト後の状態、パーマのかかり度合い、頭髪への刺激、頭髪の脱色状態等を評価した。評価
結果をパーマ液の組成とともに表５に示す。
【０２４８】
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【表５】

【０２４９】
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　表５から、本発明に係るパーマ液（実施例Ｅ－１～Ｅ－５）は、プロポリスあるいは改
良型シスチン（あるいはアセチルシステイン）を含有しない通常のパーマ液（比較例Ｅ－
１，Ｅ－２）に比べて、パーマネント中に皮膚に刺激を与えず、パーマネント後の頭髪の
損傷を抑え、頭髪に、艶、ハリや潤いを付与できることが分かる。また、本発明に係るパ
ーマ液（実施例Ｅ－１～Ｅ－５）は、溶液の均一性が良好であることが分かる。
【０２５０】
［実施例Ｆ－１］
＜頭髪用調整剤の調製＞
　下記の各成分を、常温下にて混合することによって、頭髪用調整剤Ａを得た。
・改良型シスチン（すなわち、白金によって加水分解ケラチンと結合したシスチン）の水
溶液（シスチンの固形分濃度２．０％の水溶液）：３．０質量％
・アミノ酸
　・Ｌ－アルギニン： ０．１質量％
　・Ｌ－リシン（塩酸塩）：０．１質量％
・アミゾール：１．０質量％
・プロポリス溶液（２０質量％抽出液（エタノール溶液））：５．０質量％（プロポリス
の純成分の濃度＝０．０５質量％）
・香料：０．２質量％
・防腐剤（エトキシジグリコール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパ
ラベン、ブチルパラベン、エチルパラベンの混合溶液）：０．３質量％
・アカデミアン油：３．０質量％
・アミノ酸系アニオン界面活性剤（２５質量％水溶液）：４．０質量％
・分散剤：６．０質量％
・グリセリン：２．５質量％
・ヒアルロン酸ナトリウム：５．０質量％
・精製水：残余量
【０２５１】
＜染毛剤の調製＞
　第一染毛剤として、以下の組成の液を調製した。
・２８質量％アンモニア水：３．０質量％
・エタノールアミン：１．５質量％
・炭酸水素アンモニウム：０．３質量％
・パラフェニレンジアミン：０．１質量％
・パラアミノフェノール：０．２質量％
・パラアミノオルトクレゾール：０．４質量％
・デシルグルコシド：４．０質量％
・ラウレス－１１酢酸Ｎａ：４．０質量％
・ラウレス－２０：２．０質量％
・ミリスチルアルコール：０．２質量％
・プロピレングリコール：４．０質量％
・エタノール：９．５質量％
・香料：０．５質量％
・精製水：残余量
【０２５２】
　また、第二染毛剤として、以下の組成の液を調製した。
・３５質量％過酸化水素水：１６．３質量％
・ココイルグルタミン酸Ｎａ：０．５質量％
・セタノール：０．５質量％
・エチドロン酸：０．１質量％
・４８質量％水酸化ナトリウム水溶液：ＰＨ＝３．５に調整可能な量
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・精製水：残余量
【０２５３】
　そして、常温の室内で、上記の如く得られた第一染毛剤４０質量％と第二染毛剤６０質
量％とをスクイズフォーマー容器（大和製罐社　内容積１５０ｍｌのナイロン製容器）中
で混合して混合染毛剤とした。しかる後、上記した頭髪用調整剤Ａを、その混合染毛剤に
対して１０重量％の混合割合となるように添加することによって、実施例Ｆ－１の改質染
毛剤を調製した。
【０２５４】
＜染毛剤の塗布＞
　そして、その改質染毛剤を、泡状に吐出して頭髪に付着させ、その付着部分で再度２秒
間に亘って泡立てるという作業を繰り返しながら、頭髪全体に８０ｇを付着させた。しか
る後、再度頭髪全体での泡立て作業を１５秒間行い、一定時間（２０分間）放置した後、
頭髪をすすぎ、シャンプー、リンスした後に頭髪を乾燥させた。そして、上記した評価基
準で、染毛後の状態、染毛斑、皮膚への刺激について評価した。評価結果を表６に示す。
【０２５５】
［実施例Ｆ－２～Ｆ－４］
　頭髪用調整剤を調製する際に、改良型シスチンの水溶液の混合割合を、それぞれ、１．
０質量％、５．０質量％、７．０質量％に変更した（すなわち、改良型シスチンの純成分
の濃度を、それぞれ、０．０２質量％、０．１質量％、０．１４質量％に変更した）以外
は、実施例Ｆ－１の染毛剤の調製と同様にして、実施例Ｆ－２～Ｆ－４の染毛剤を調製し
た。そして、それらの実施例Ｆ－２～Ｆ－４の染毛剤を、実施例Ｆ－１と同様な方法で、
被験者に使用した後に、実施例Ｆ－１と同様に評価した。評価結果を頭髪用調整剤の組成
とともに表６に示す。
【０２５６】
［実施例Ｆ－５］
　頭髪用調整剤を調製する際に、改良型シスチンの水溶液の代わりにアセチルシステイン
　０．３質量％を混合した以外は、実施例Ｆ－１の染毛剤の調製と同様にして、実施例Ｆ
－５の染毛剤を調製した。そして、その実施例Ｆ－５の染毛剤を、実施例Ｆ－１と同様な
方法で、被験者に使用した後に、実施例Ｆ－１と同様に評価した。評価結果を頭髪用調整
剤の組成とともに表６に示す。
【０２５７】
＜比較例Ｆ－１＞
　頭髪用調整剤を調製する際に、プロポリスを添加しなかった以外は、実施例Ｆ－１の染
毛剤の調製と同様にして、比較例Ｆ－１の染毛剤を調製した。そして、その比較例Ｆ－１
の染毛剤を、実施例Ｆ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ｆ－１と同様
に評価した。評価結果を頭髪用調整剤の組成とともに表６に示す。
【０２５８】
＜比較例Ｆ－２＞
　頭髪用調整剤を調製する際に、改良型シスチンを添加しなかった以外は、実施例Ｆ－１
の染毛剤の調製と同様にして、比較例Ｆ－２の染毛剤を調製した。そして、その比較例Ｆ
－２の染毛剤を、実施例Ｆ－１と同様な方法で、被験者に使用した後に、実施例Ｆ－１と
同様に評価した。評価結果を頭髪用調整剤の組成とともに表６に示す。
【０２５９】
＜比較例Ｆ－３＞
　頭髪用調整剤を調製する際に、改良型シスチンの水溶液の代わりにシステイン　０．３
質量％を混合した以外は、実施例Ｆ－１の染毛剤の調製と同様にして、比較例Ｆ－３の染
毛剤を調製した。そして、その比較例Ｆ－３の染毛剤を、実施例Ｆ－１と同様な方法で、
被験者に使用した後に、実施例Ｆ－１と同様に評価した。評価結果を頭髪用調整剤の組成
とともに表６に示す。
【０２６０】
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【表６】

【０２６１】
　表６から、プロポリスおよび改良型シスチン（あるいはアセチルシステイン）を含有し
た頭髪用調整剤を染毛剤に添加した場合（実施例Ｆ－１～Ｆ－５）には、プロポリスある
いは改良型シスチン（あるいはアセチルシステイン）を含有しない頭髪用調整剤を染毛剤
に添加した場合（比較例Ｆ－１，Ｆ－２）に比べて、頭髪の染毛斑が少なく、均一に染毛
できることが分かる。また、本発明に係る頭髪用調整剤（実施例Ｅ－１～Ｅ－５）は、溶



(52) JP 2015-214511 A 2015.12.3

10

液の均一性が良好であることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【０２６２】
　本発明に係る化粧料は、上記の如く優れた効果を奏するものであるので、スキンクリー
ム、ローション、化粧水、乳液等の各種の化粧料として、好適に用いることができる。ま
た、本発明に係る毛髪修復剤は、上記の如く優れた効果を奏するものであるので、枝毛等
のダメージの大きな毛髪を修復するための修復剤として、好適に用いることができる。一
方、本発明に係るスキンケア用ローションは、上記の如く優れた効果を奏するものである
ので、シワ・シミ取り、美白化、日焼け防止、皮膚炎の症状改善のためのスキンクリーム
、化粧水、乳液等の各種のスキンケア用ローションとして、好適に用いることができる。
また、本発明に係る育毛剤は、上記の如く優れた効果を奏するものであるので、男性用あ
るいは女性用の育毛剤（発毛剤、養毛剤）として、好適に用いることができる。一方、本
発明に係るパーマ液は、上記の如く優れた効果を奏するものであるので、頭髪にダメージ
を与えないパーマ液として、好適に用いることができる。また、本発明に係る頭髪用調整
剤は、上記の如く優れた効果を奏するものであるので、パーマ液、ブリーチ剤、染毛剤、
シャンプー、トリートメント、コンディショナー等の頭髪処理剤に添加する助剤として、
好適に用いることができる。
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